
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 岐阜県教育委員会 

教育研修課 

指導者用 

令和８年度 初任者研修の手引 

小・中・義務教育学校   

～岐阜県の教育を支えるために～ 



【基礎形成期】 【資質向上期】 【資質充実期】 【資質貢献期】

岐阜県「教員のキャリアステージ」における資質の向上に関する指標
【小学校】

・自分の得意な内容、
領域を見付けられる。

・自分の知恵や経験が他の人
に有用であることに気付く。

・異なる見方や価値観を受け
入れ、面白いと感じる。

・若手や同僚に共感する。
・自分の知恵や経験を活かす場がある。

・自分が得意な内容、領
域を磨いている。

・他の人がもっているも
ののよさに気付き、取
り入れてみる。

教員が成長し続けるために大切な姿

〜目指す人間像〜
「ふるさと岐阜」で育んだ自信と

誇りを胸に、よりよい未来の実現に
挑み続ける人

〜岐阜県が求める教師像〜
児童生徒を一人の人間として尊重し、あたたかいまなざしで寄り添う教師
◎ 誰一人悲しい思いをさせない、愛情と使命感あふれる教師（高い倫理観・使命感）
◎ 指導方法を工夫し、児童生徒に確かな学力をつける教師（確かな専門性）
◎ 幅広い教養と高い専門性をもち、常に学び続ける教師（学び続ける向上心）

多様な経験が教員生活を豊かにするという視点から、例えば特別支援学級や日本語指導教室等での指導を経験することが考えられる。

スタートライン

【基礎形成期】 【資質向上期】 【資質充実期】 【資質貢献期】

意欲的に授業実践や学級経営
に取り組み、教職の基礎を固め
る。

学校の中核として実践を積み上げ、
専門性を高め、推進力を発揮する。 

活力ある学校運営を企画・調整・
実践し、リーダーシップを発揮する。 

学校管理や他の教員等への指導を
行い、広い視野で組織的な運営を行う。    

学
習
指
導

授業
構想

小学校に関する
学習指導要領、評
価規準・評価方法
等を理解し、それ
らを踏まえた指導
計画を作成するこ
とができる。

学習指導要領の目標や内容、
評価の観点等を踏まえ、ねら
いを明確にした指導計画を作
成することができる。

小・中学校９年間の系統性、児
童の発達の段階を踏まえて指導計
画を作成することができる。

学校の課題、学習指導要領の
改訂等を踏まえた指導計画を作
成し、他の教員等に広めていく
ことができる。

学校の課題、学習指導要領の改
訂等を踏まえた指導計画が作成さ
れ、全校体制で取り組めるよう働
きかけることができる。

授業
実践

免許教科を主軸とした得意
分野をもち、ねらいを明確に
した授業となるよう指導・援
助を行うことができる。

各教科の特性を理解し、児童一
人一人に確実に基礎・基本が身に
付くよう指導・援助を行うことが
できる。

授業モデルを示すなど、授業
実践のリーダーとして指導方法
を積極的に他の教員等に広めて
いくことができる。

学校の課題を踏まえ、学力向上
に向けた実践を他の教員等に伝え
たり、適切に助言を行ったりする
ことができる。

評価計画に沿って児童一人
一人の学習状況を把握し、次
時や次単元の指導を改善する
ことができる。

適切な授業評価を行い、継続的
な授業改善を行うとともに、教科
の特性に応じた指導力の向上に努
めることができる。

学校の授業力向上に向けた取
組の課題を明らかにし、指導計
画等の改善を行うことができる。

他の教員等に対して、授業にお
ける評価を生かした指導改善につ
いて、適切に助言を行うことがで
きる。

評価
改善

生
徒
指
導

児童
理解 児童と共に活動

する楽しさや喜び
を経験し、児童理
解の重要性につい
て理解している。

教育相談、生徒
指導、キャリア教
育等に関する基本
的な事項や指導方
法等について理解
している。

進んで声をかけ、共に活動
をする中で、児童一人一人の
よさや課題を客観的かつ共感
的に把握することができる。

児童の行動とその背景にある思
いを把握し、共感的に理解した上
で、個に応じた指導を行うことが
できる。

様々な情報に基づいて児童一
人一人を多面的・多角的に捉え、
個性を生かす指導を行うことが
できる。

継続的に児童の行動を見届け、
価値付ける指導を行ったり、児童
の捉え方について助言を行ったり
することができる。

生徒
指導

問題行動等を早期に発見し、
学年職員等に相談して迅速に
対応することができる。

関係職員と共に児童の状況を共
有し、適切な指導方法を判断して
対応することができる。

関係職員や保護者等と協力し
て、児童の状況を共有し、組織
を生かして指導方法を判断し迅
速に対応することができる。

児童に対する指導を組織的・計
画的に実践できるように体制を整
えるとともに、問題の未然防止の
取組を実践することができる。

キャリア
教育

発達の段階に応じた基本的
な生活習慣の指導を行うこと
ができる。

学年の発達の段階に応じた役割
をもたせる等、自己有用感をもた
せる指導を行うことができる。

学校のキャリア発達課題を明
確にし、その方策を提案し、学
校の基点となって実践すること
ができる。

学校のキャリア発達課題に対す
る方策を明確にもち、モデルとな
る実践を行うとともに、指導内容
の改善に向けて助言を行うことが
できる。

経
営
・
分
掌

学年・
   学校

 経営
教員の職務内容

や学校組織等につ
いて理解している。

危機管理の重要
性や組織マネジメ
ントに関する基本
的な事項等につい
て理解している。

担当する校務の役割を理解
し、責任をもって行うことが
できる。

学校全体を見渡し、課題を改善
しながら校務を行うことができる。

校務全般に関して理解を深め、
組織を生かしながら校務を推進
することができる。

学校の教育目標具現に向けて、
校内組織間の連絡・調整を行うこ
とができる。

連携
・

協働

他の教員等のよさに学び、
相談・協力することができる
とともに、保護者との連絡を
密にし、望ましい関係を築く
ことができる。

組織の一員として、他の教員等
と協働したり分担したりしながら、
協力して取り組むことができる。

他の教員等の取組状況を把握
し、連絡・調整をし、それぞれ
の専門性を生かしながら組織的
に諸課題に対応することができ
る。

広い視野をもち、関係機関や保
護者・地域等と連携し、学校にお
ける働き方改革に資するよう効果
的に諸課題に対応することができ
る。

危機
管理

児童の安全や個人情報の重
要性を理解し、「報告・連
絡・相談」を大切にして適切
に行動することができる。

事故等の発生時や未然防止につ
いて、場面に応じて迅速に行動す
ることができる。

関係機関や保護者・地域等と
連携し、事故等の未然防止や発
生時における迅速な対応を行う
ことができる。

学校を取り巻く環境について家
庭・地域・関係機関との協力体制
を整えるとともに、適切に対応す
ることができる。

特別な配慮や
 支援を必要と
 する児童への
 対応

特別な配慮や支
援を必要とする児
童について、合理
的配慮の提供や組
織的な対応の必要
性を理解している。

個別の教育支援計画や個別
の指導計画等を基に、一人一
人の障がいの特性や教育的
ニーズ等を把握し、ユニバー
サルデザインの授業づくりに
生かすことができる。

個別の教育支援計画や個別の指
導計画等を定期的に見直しながら、
一人一人の個性を生かした学びの
実現のために工夫改善を行うこと
ができる。

全校的な支援の充実に向け、
個別の教育支援計画や個別の指
導計画等の活用を推進し、組織
的・継続的な支援のために主体
的に働きかけることができる。

幼児児童生徒への一貫した教育
支援を目指し、特別支援教育コー
ディネーターとともに保護者や地
域、関係機関と連携した支援体制
の構築を推進することができる。

ICTや情報 ・
 教育データの 
利活用

ICTを活用した
学習指導や校務の
推進及び児童に情
報モラルを含めた
情報活用能力を育
成することについ
ての意義や効果を
理解している。

授業や校務等にICTを活用で
き、児童の情報モラルを含め
た情報活用能力を育成するた
めの授業実践等を行うことが
できる。

ICTを効果的に活用した授業実
践等を行い、校務の効率化及び児
童の学習や生活の改善を図るため、
教育データを適切に活用すること
ができる。

自らのICT活用指導力を高め、
これまでの経験を踏まえた活用
方法を提案したり、実践したり
することができる。

学校のICTや情報・教育データの
活用を俯瞰的に捉え、組織的な課
題を明確にし、解決に向けて働き
かけることができる。



【基礎形成期】 【資質向上期】 【資質充実期】 【資質貢献期】

岐阜県「教員のキャリアステージ」における資質の向上に関する指標
【中学校】

・自分の得意な内容、
領域を見付けられる。

・自分の知恵や経験が他の人
に有用であることに気付く。

・異なる見方や価値観を受け
入れ、面白いと感じる。

・若手や同僚に共感する。
・自分の知恵や経験を活かす場がある。

・自分が得意な内容、領
域を磨いている。

・他の人がもっているも
ののよさに気付き、取
り入れてみる。

教員が成長し続けるために大切な姿

〜目指す人間像〜
「ふるさと岐阜」で育んだ自信と

誇りを胸に、よりよい未来の実現に
挑み続ける人

〜岐阜県が求める教師像〜
児童生徒を一人の人間として尊重し、あたたかいまなざしで寄り添う教師
◎ 誰一人悲しい思いをさせない、愛情と使命感あふれる教師（高い倫理観・使命感）
◎ 指導方法を工夫し、児童生徒に確かな学力をつける教師（確かな専門性）
◎ 幅広い教養と高い専門性をもち、常に学び続ける教師（学び続ける向上心）

多様な経験が教員生活を豊かにするという視点から、例えば特別支援学級や日本語指導教室等での指導を経験することが考えられる。

スタートライン

【基礎形成期】 【資質向上期】 【資質充実期】 【資質貢献期】

意欲的に授業実践や学級経営
に取り組み、教職の基礎を固める。

学校の中核として実践を積み上げ、
専門性を高め、推進力を発揮する。  

活力ある学校運営を企画・調整・
実践し、リーダーシップを発揮する。 

学校管理や他の教員等への指導を
行い、広い視野で組織的な運営を行う。    

学
習
指
導

授業
構想

中学校に関する
学習指導要領、評
価規準・評価方法
等を理解し、それ
らを踏まえた指導
計画を作成するこ
とができる。

学習指導要領の目標や内容、
評価の観点等を踏まえ、ねらい
を明確にした指導計画を作成す
ることができる。

小・中学校９年間の系統性、生
徒の実態を踏まえて指導計画を作
成することができる。

学校の課題、学習指導要領の
改訂等を踏まえた指導計画を作
成し、他の教員等に広めていく
ことができる。 

学校の課題、学習指導要領の改
訂等を踏まえた指導計画が作成さ
れ、全校体制で取り組めるよう働
きかけることができる。

授業
実践

教科の指導内容を適切に理解
し、ねらいを明確にした授業と
なるよう指導・援助を行うこと
ができる。

教科の専門性を踏まえて、生徒
一人一人に確実に基礎・基本が身
に付くよう指導・援助を行うこと
ができる。

授業モデルを示すなど、授業
実践のリーダーとして指導方法
を積極的に他の教員等に広めて
いくことができる。

学校の課題を踏まえ、学力向上
に向けた実践を他の教員等に伝え
たり、適切に助言を行ったりする
ことができる。

評価
改善

評価計画に沿って生徒一人一
人の学習状況を把握し、次時や
次単元の指導を改善することが
できる。

適切な授業評価を行い、継続的
な授業改善を行うとともに、自己
の専門性向上に努めることができ
る。

学校の授業力向上に向けた取
組の課題を明らかにし、指導計
画等の改善を行うことができる。

他の教員等に対して、授業にお
ける評価を生かした指導改善につ
いて、適切に助言を行うことがで
きる。

生
徒
指
導

生徒
理解 生徒と共に活動

する楽しさや喜び
を経験し、生徒理
解の重要性につい
て理解している。

教育相談、生徒
指導、キャリア教
育等に関する基本
的な事項や指導方
法等について理解
している。

進んで声をかけ、共に活動を
する中で、生徒一人一人のよさ
や課題を客観的かつ共感的に把
握することができる。

生徒の行動とその背景にある思
いを把握し、共感的に理解した上
で、個に応じた指導を行うことが
できる。

様々な情報に基づいて生徒一
人一人を多面的・多角的に捉え、
個性を生かす指導を行うことが
できる。

継続的に生徒の行動を見届け、
価値付ける指導を行ったり、生徒
の捉え方について助言を行ったり
することができる。

生徒
指導

問題行動等を早期に発見し、
学年職員等に相談して迅速に対
応することができる。

関係職員と共に生徒の状況を共
有し、適切な指導方法を判断して
対応することができる。

関係職員や保護者等と協力し
て、生徒の状況を共有し、組織
を生かして指導方法を判断し迅
速に対応することができる。

生徒に対する指導を組織的・計
画的に実践できるように体制を整
えるとともに、問題の未然防止の
取組を実践することができる。

キャリア
教育

生徒一人一人が目標をもち、
計画的に取り組むことができる
よう指導を行うことができる。

生徒が見通しをもったり振り
返ったりして学ぶよう指導を行う
など、教育課程全体を通じてキャ
リア教育を推進することができる。

社会や職業との関連をより意
識して生き方を考えられるよう
に、地域との連携を図りながら
指導することができる。

キャリア教育の視点を踏まえた
生き方指導のモデルを実践したり、
他の教員等が適切に指導できるよ
う、助言を行ったりすることがで
きる。

経
営
・
分
掌

 学年・
 学校
 経営

教員の職務内容
や学校組織等につ
いて理解している。

危機管理の重要
性や組織マネジメ
ントに関する基本
的な事項等につい
て理解している。

担当する校務の役割を理解し、
責任をもって行うことができる。

学校全体を見渡し、課題を改善
しながら校務を行うことができる。

校務全般に関して理解を深め、
組織を生かしながら校務を推進
することができる。

学校の教育目標具現に向けて、
校内組織間の連絡・調整を行うこ
とができる。

連携
・

協働

他の教員等のよさに学び、相
談・協力することができるとと
もに、保護者との連絡を密にし、
望ましい関係を築くことができ
る。

組織の一員として、他の教員等
と協働したり分担したりしながら、
協力して取り組むことができる。

他の教員等の取組状況を把握
し、連絡・調整をし、それぞれ
の専門性を生かしながら組織的
に諸課題に対応することができ
る。

広い視野をもち、関係機関や保
護者・地域等と連携し、学校にお
ける働き方改革に資するよう効果
的に諸課題に対応をすることがで
きる。

危機
管理

生徒の安全や個人情報の重要
性を理解し、「報告・連絡・相
談」を大切にして適切に行動す
ることができる。

事故等の発生時や未然防止につ
いて、場面に応じて迅速に行動す
ることができる。

関係機関や保護者・地域等と
連携し、事故等の未然防止や発
生時における迅速な対応を行う
ことができる。

学校を取り巻く環境について家
庭・地域・関係機関との協力体制
を整えるとともに、適切に対応す
ることができる。

特別な配慮や
 支援を必要と
 する生徒への
 対応

特別な配慮や支
援を必要とする生
徒について、合理
的配慮の提供や組
織的な対応の必要
性を理解している。

個別の教育支援計画や個別の
指導計画等を基に、一人一人の
障がいの特性や教育的ニーズ等
を把握し、ユニバーサルデザイ
ンの授業づくりに生かすことが
できる。

個別の教育支援計画や個別の指
導計画等を定期的に見直しながら、
一人一人の個性を生かした学びの
実現のために工夫改善を行うこと
ができる。

全校的な支援の充実に向け、
個別の教育支援計画や個別の指
導計画等の活用を推進し、組織
的・継続的な支援のために主体
的に働きかけることができる。

幼児児童生徒への一貫した教育
支援を目指し、特別支援教育コー
ディネーターとともに保護者や地
域、関係機関と連携した支援体制
の構築を推進することができる。

ICTや情報 ・
 教育データの 
利活用

ICTを活用した
学習指導や校務の
推進及び生徒に情
報モラルを含めた
情報活用能力を育
成することについ
ての意義や効果を
理解している。

授業や校務等にICTを活用で
き、生徒の情報モラルを含めた
情報活用能力を育成するための
授業実践等を行うことができる。

ICTを効果的に活用した授業実
践等を行い、校務の効率化及び生
徒の学習や生活の改善を図るため、
教育データを適切に活用すること
ができる。

自らのICT活用指導力を高め、
これまでの経験を踏まえた活用
方法を提案したり、実践したり
することができる。

学校のICTや情報・教育データの
活用を俯瞰的に捉え、組織的な課
題を明確にし、解決に向けて働き
かけることができる。
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１－１ 岐阜県が目指す教育 
岐阜県では、2024 年 3 月に県の教育が目指す基本的な方向や今後推進すべき 具体的施策を 明ら

かにし た「 第４ 次岐阜県教育振興基本計画」 を 策定し た。 こ の教育基本計画は、 教育を 取り 巻く

新たな課題や変動する 社会経済情勢に対応し 、 岐阜県の教育を 推進し ていく ための新たな指針で

あり 、 2024 年度から 2028 年度にかけての５ 年間の計画が示さ れたも ので ある 。 本県教育の基本

理念を 踏ま え、 重点目標を 達成し ていく ための教育の推進が求めら れている 。  
 
 
 

 

出典： 岐阜県教育のすがた ２ ０ ２ ５  
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１－２ 経験年数に応じた研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育公務員と し ての使命感、 幅広い知見の獲得、  

教員と し ての基礎的素養を 学ぶ研修 

校内研修 

年間 150 時間程度

（ 下回ら ない）  

※教職大学院修了者

は年間 90 時間程

度（ 下回ら ない）  

※新規常勤講師研修

修了者は年間 

120 時間程度（ 下回

ら ない）  

校内における 具体

的実践に基づいた、

学習指導や学級経営

等の研修 

校外研修 年間 14 日以上 

■総合教育センタ ー主催の研修           

（ ５ 日）  

■教育事務所主催の研修     

・ 授業研修     （ ３ 日）  

・ 連携校研修    （ ４ 日）  

■市町村（ 組合） 教育委員会主催の研修 

（ ２ 日以上）  

 ※普通救命講習 

 ※地域における豊かな社会性を育む研修 

自己課題を 明確にし 、 課題に応じ た研修を 実践するこ と で、 教員

と し ての基礎を固める研修（ ２ ～５ 年目）  

自己課題の

設定 

管理職と の 

面 談を 通し

て設定 

自己課題に応じ た研修の実施 

２ ・ ３ 年目…３ 以上 

４ ・ ５ 年目…２ 以上 

総合教育セ ン タ ーの選択講座も

し く は、 校内研修等 

研修で学ん

だこ と を 具

体的に実践 

 学
び
の
連
続 

基礎形成研修 
○教科指導の基礎・基本 

○学級経営 他 

資質 

向上期 

資質 

充実期 

資質 

貢献期 
初任者研修 

○教育に関する基礎的素養 

○教科指導の基礎・基本 他 

基礎形成期 

 

６
年
目
研
修 

 

中
堅
教
諭
等
資
質
向
上
研
修 

初
任
者
研
修 

基
礎
形
成
研
修 
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１－３ 初任者研修の指導体系 

 

 
 
 
 
 

（１）校外研修【14 日以上】 

県教育委員会主催【 12 日】  
市町村（ 組合） 教育委員会

主催【 ２ 日以上】  

・ 教師と し ての使命感の高揚及び幅広い知見を 身に付け

るための研修 

・ 教科、領域、学級経営等の実践的指導力を 高めるための

研修 

・ 地域の理解及び地域連携に

ついての研修 

総合教育セン タ ー主催の研修 

【 ５ 日】  

教育事務所主催の研修     

【 ７ 日】  

■例 

・ 市町村（ 組合） の教育の方

針と 重点の理解 

・ 安全、 防災についての取組

の理解（ 危険箇所の巡回

等）  

・ 生徒指導上の課題の理解 

 （ 保護司、 児童委員と の懇

談等）  

・ 家庭、 地域と の連携の理解  

 （ Ｐ Ｔ Ａ 、 自治会長と の懇

談等）  

※普通救命講習については、

実施し て いな い学校があ

る場合は必ず実施する。  

※２ 日のう ち、 １ 日を「 地域

に おける 豊かな 社会性を

育む研修」 と し て 位置付

け、 人と のふれあいなどの

あ る 企業や公共施設等で

の体験的な研修と する。  

・ 教職員の服務 

・ 児童生徒理解 

・ 人権教育 

・ 教育相談 

・ 特別支援教育 

・ 特別活動 

・ 社会人と し てのマナー 

・ 学校における情報モラ ル

教育 

・ メ ンタ ルヘルス 

・ タ イ ムマネジメ ント  

・ 教科指導 

          等 

 

■授業研修   【 ３ 日】  

・ 示範授業、 研究授業

等、 教師や児童生徒の

姿を 基にし た研修 

 

 

■連携校研修  【 ４ 日】  

・ 研修課題を 設定し 、 その

具現に 向け て 、 研究授

業、 授業研究等を チーム

で行う 研修 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

【 ねら い】  

教職の基礎形成を 図るため、 教育公務員特例法第 23 条の規定に基づき 、 実践的指導

力と 使命感を 養う と と も に、 幅広い知見を 習得する。  

初任者研修実施校 校長等連絡協議会 

初任者研修実施校 指導教員等連絡協議会 
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（２）校内研修 

【 150 時間程度（ 教職大学院修了者： 90 時間程度 新規常勤講師研修修了者： 120 時間程度）  

※下回ら ない】  

学習指導………「 研」「 示」「 授」  

■ 100 時間程度 全体の 2/3 程度 

〔 教職大学院修了者： 60 時間程度〕  

〈 新規常勤講師研修修了者： 70 時間程度〉 

※下回ら ない 

一般指導………「 般」  

■ 50 時間程度 全体の 1/3 程度 

〔 教職大学院修了者： 30 時間程度〕  

 〈 新規常勤講師研修修了者： 50 時間程度〉 

 ※下回ら ない 

○教科、特別の教科道徳、外国語活動、総合

的な学習の時間、 特別活動 

 「 研」 …初任者による研究授業            

 「 示」 …指導教員等による示範授業 

（ 少なく と も 30 時間）  

〔 教職大学院修了者： 20 時間〕  

〈 新規常勤講師研修修了者： 受講済〉 

 「 授」 …授業研究 

・ 指導計画の立案・ 単位時間の学習過程の

工夫 

・ 学力を 高める授業の在り 方・ 教材研究に

ついて 

・ 年間指導計画について・ 研究授業への臨

み方 

・ 教材、 教具の工夫・ 教育機器等の活用 

・ 個に応じ た指導の在り 方・ 指導と 評価の

一体化について 

・ 家庭学習の在り 方 等 

○基礎的素養 

・ 学校の教育目標の具現 

・ 安全管理・ 事故防止・ 人権教育 

・ 特別支援教育 

・ 食育・ Ｐ Ｔ Ａ 活動 等 

 

○学級経営 

・ 集団づく り 、 児童生徒理解、 授業参観と

保護者会 等 

 

○生徒指導 

・ 教育相談・ いじ め等への対処 等 

 

※「 文書・ 会計等の扱いに関する 研修」 を

位置付ける。  
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１－４ 令和８年度連携校研修実施要項（小・中・義務教育学校） 

 

１  ねらい 

（ １ ） 示範授業を参観し たり 、 研究授業や授業研究を 行っ たり するこ と を 通し て、 教科、 領域等の実践

的指導力の向上を 図る。  

（ ２ ） 年間の研修課題に沿っ て、 初任者が話し 合いながら 研修を 企画、 運営するこ と を 通し て、 自ら 学

ぶ力、 創造的に仕事を する力、 チームで仕事を する力の向上を 図る。  

（ ３ ） 拠点校指導教員の指導力向上と 、 各校の協力指導体制、 校内指導体制の連携、 強化を 図る。  

 

２  連携校の対象 

    拠点校指導教員が担当する初任者 

 

３ 研修日程 

    校外研修の４ 日と し て、 各連携校の都合等によ り 研修日程を 決定する（ ただし 、 他の校外研修等

と 重なら ないよう に留意し 、 原則、 火曜日を研修日と する。 ） 。  

 

４ 連携校研修の計画書及び報告書 

（ １ ） 拠点校指導教員は、 教育事務所の指導を 基に、 各連携校の校内指導教員と 連携し て連携校研修の

計画書及び報告書を作成し 、 本務校及び兼務校等の校長の指導・ 助言を 得る 。  

（ ２ ） 拠点校指導教員から 連携校研修の計画書及び報告書の提出を 受けた本務校の校長は、 その計画書

及び報告書を 市町村（ 組合） 教育委員会に提出する。  

（ ３ ） 市町村（ 組合） 教育委員会は、 連携校研修の計画書及び報告書を 教育事務所に提出する。  

（ ４ ） 教育事務所は、 連携校研修の計画書及び報告書に、 必要に応じ て指導・ 助言を行う 。  

 

５ 研修 

（ １ ） 教育事務所における 研修７ 日のう ち４ 日を連携校研修と する（ 研修は終日を 原則と するが、 各校

の実態等に応じ て、 半日研修も 可と する） 。   

（ ２ ） 教育事務所の指導主事は、 初任者が連携校研修のねら いや実施方法について理解でき るよう にす

ると と も に、 教科、 領域等の指導上の課題を基に、 連携校研修の研修課題を も つこ と ができ るよ

う にする 。  

（ ３ ） 拠点校指導教員は、 初任者が教科、 領域等の実践的指導力を 高めら れるよう 、 研修の企画、 実施、

研修成果のまと め等について、 初任者の実態に応じ て指導・ 助言を行う 。 また、 より 質の高い研

修と なる よう 、初任者が示範授業を 参観し た後には、授業者と 初任者と の懇談を 位置付けるなど、

研修計画を工夫する。  

（ ４ ） 拠点校指導教員は、 必要に応じ て校長や教頭、 他の教諭等の指導・ 助言を受ける。  

 

６ その他 

   ・ 教育事務所は可能な範囲で連携校研修に出向き 、 必要な指導・ 助言を 行う 。  

    ・ 連携校研修については、 各校より 提出さ れた計画書の日程などに基づいて実施する。  

・ 第１ 回事務所研修で、 ４ 月から の授業実践を 振り 返り 、 連携校研修の研修課題の原案を考えるな

ど、 研修の進め方を工夫する。  

  

研修名 研修の進め方の例 

第１ 回 
連携校研修 

研修課題の決定と 研修計画の作成 
拠点校指導教員等の指導・ 助言を 受けながら 研修課題を 決定し 、 研修計画を 決

める 。  

第２ ・ ３ 回 
連携校研修 

研修計画に沿っ た研修の実施 

第４ 回 
 連携校研修 

研修成果のまと め 
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２－１ 校内研修年間指導計画 

（１）小学校・義務教育学校（前期課程）の一例    〔 ❶～❽の番号は様式２ の「 研修領域の番号」 による〕  

月 学習指導（ 例）  時間 一般指導（ 例）  時間 

４  

❶教科 
・ 学習指導要領の理解 
・ 単位時間の学習過程の工夫 
・ 本時のねら いと 評価規準 
・ 児童の実態 
・ 学習指導案の書き 方 

示５  
授５  

❽学校経営方針について 
❽週案の書き 方と 活用 
❻学級経営方針と 学級目標 
❻朝の会、 帰り の会のも ち 方 
❽Ｐ Ｔ Ａ 活動と 保護者会について 
❽事故発生時の措置と 対応 
❽家庭訪問の意義と 内容 
❻学級組織づく り  

１  
１  
１  
１  
１  
１  
１  
１  

５  

❶教科  
・ 発問の工夫 
・ 話し 方、 聞き 方① 
・ 板書の工夫 
・ 導入と 学習課題の工夫 
 
❷特別の教科 道徳 
・ 道徳科の目標、 主題構成 

研４  
示４  
授４  

 
 
 

示１  
 
 

 

❼基本的生活習慣について 
❽校外学習における 危機管理 
❼児童の言語環境について 
❽文書・ 会計等の取扱いについて 
 
 
 

１  
１  
１  
１  

６  

❶教科 
・ 個に応じ た指導について 
・ ノ ート 指導 
・ 児童の実態と 教材研究 
・ 支援の仕方と 見届け 
 
❷特別の教科 道徳 
・ 内容項目の理解と 主発問 
 
❸外国語活動／外国語 
・ 外国語活動の目標と 内容 
 
❺特別活動 
・ 行事への取組 
・ 学級の諸問題への対処 

研４  
示３  
授３  

 
 
 

示１  
授１  

 
示１  
授１  

 
研１  

❻学級の掲示物について 
❻児童の褒め方、 叱り 方 
❽児童が安全に過ごせる環境づく り  
❼いじ め問題の認識と 指導の在り 方 
❽安全指導～プールでの学習～ 
❻通知表作成について 
 
 

２  
１  
１  
２  
１  
２  

７  

❶教科  
・ 少人数指導、 Ｔ Ｔ について 
・ 教える こ と 、 考えさ せる こ と  
・ 話し 方、 聞き 方② 
・ 評価問題について 
 
❹総合的な学習の時間 
・ 全体計画の内容 
 
❶教科        
・ 教材、 教具の作成と 教材研究 

研２  
示２  
授２  

 
 
 

示１  
 
 

授１  

❽特別支援教育について 
❻所見についての指導 
❻一学期の成果と 課題 
❼夏季休業期間の過ごし 方 
 
 
 
 
 
 
 

１  
１  
１  
１  

８  

❶教科        
・ 教材、 教具の作成と 教材研究 

授１   
 
 
 

０  

１ 学期累計 ４ ７  １ 学期累計 ２ ５  
❶教科                ４ ０  
❷特別の教科 道徳         ３  
❸外国語活動/外国語             ２  
❹総合的な学習の時間          １  
❺特別活動               １  

 
研 11 
示 18 
授 18 

❻学級経営                    １ ０  
❼生徒指導                     ５  
❽基礎的素養                   １ ０  

 

４ 月は、研修のスタ ート に当たり 一般指導の時数が
多く なる。５ 月は、遠足や校外学習が始まるこ と から 、
危機管理のマニュ アルの理解や緊急時の対応等につ
いて、 し っ かり と 押さ えておく と よい。  

第１ 回初任者研修においても「 文書管理」 について
研修を行う ため、 つなげて実施し たり するなど、 実施
時期を工夫でき ると よい。  

 

児童が、学校生活や学級の仲間関係にも 慣れてき た
こ ろ であるこ と から 、学級内の人間関係などを基にし
た児童理解を深める研修を位置付けると よい。 また、
水泳運動の指導に関わら せた安全指導や心肺蘇生法
の研修など、時期をと ら えながら 効果的に研修を位置
付けるこ と も 大切である。  

特別支援教育については、個別の指導計画の作成・
実施・ 評価に関する研修、 特別支援学級や通級によ
る 指導における教育課程の編成などに関する研修を
位置付けると よい。  

夏休み明けの授業について 見通し を も つと と も
に、 ７ 月末の「 教科別研修③」 で提案する導入につ
いて考える時間を 設けるなど、 校外研修と のつなが
り を生かすと よい。  

１ 学期の研修記録及び研修資料の整理をし たり 、
２ 学期に向けての目標など明確にし たり するこ と が
大切である。  
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月 学習指導（ 例）  時間 一般指導（ 例）  時間 

９  

❶教科  

・ 一斉指導と 個別指導 

・ 主体的な学習の工夫 

・ 児童の考えの生かし 方 

 

❷特別の教科 道徳 

・ 他の教育活動と の関連 

 

❺特別活動 

・ 運動会への取組 

研２  

示２  

授２  

 

 

示１  

 

 

研１  

 

❼不登校児童への理解と 支援 

❻運動会の取組と 学級経営 

❻リ ーダーと フ ォ ロ アーの育成 

❻児童の認め方と 励まし 方 

 

 

 

 

 

 

 

２  

１  

２  

１  

 

10 

❶教科  

・ 個のよ さ を 伸ばす指導 

・ 本時のねら いと 児童の実態 

・ 定着状況の見届け方 

 

❷特別の教科 道徳 

・ 道徳的実践と 道徳的実践力 

 

 

❺特別活動 

・ 特別活動のねら いと 評価 

研２  

示３  

授２  

 

 

研１  

示１  

授１  

 

研１  

授１  

❽特別支援教育について 

❽学校保健について 

❽食に関する 指導 

❻個別懇談の目的と 内容 

❻個別懇談資料づく り  

 

 

 

 

 

 

 

 

１  

１  

１  

１  

１  

 

11 

❶教科  

・ 学習集団の指導について 

・ 板書の構造化 

・ 机間指導のポイ ント  

 

 

❷特別の教科 道徳   

・ 家庭、 地域と の連携 

 

 

❸外国語活動／外国語 

・ 日本と 外国の言語や文化 

研３  

示３  

授３  

 

 

 

研１  

示１  

授１  

 

示１  

❽人権教育の現状と 課題 

❼教育相談と 児童理解 

❻学級通信の生かし 方 

❻教室の環境整備 

 

 

１  

１  

１  

１  

 

12 

❶教科 

・ 評価規準と 評定 

・ 体験的学習の位置付け 

・ 個のつまずき に応じ た指導の充実

・ 提示、 演示、 実験等の工夫 

 

❹総合的な学習の時間 

・ 探究的な学習の在り 方 

研１  

示１  

授１  

 

 

 

研１  

示１  

授１  

❻所見指導 

❽学習評価の在り 方 

❻二学期の学級経営の成果と 課題 

❼冬季休業期間の生活指導について 

 

 

１  

１  

１  

１  

２ 学期累計 ３ ９  ２ 学期累計 １ ９  

❶教科                 ２ ５  

❷特別の教科 道徳            ７  

❸外国語活動／外国語           １  

❹総合的な学習の時間          ３  

❺特別活動               ３  

≪合計 86 時間≫ 

 

研 13 

示 14 

授 12 

❻学級経営            １ ０  

❼生徒指導             ４  

❽基礎的素養            ５  

 

 

≪合計 44 時間≫ 

 

夏休み明けの児童の様子を 捉える研修やこ の時期
に増加傾向にある不登校児童に関する研修を位置付
けると よい。  

主な行事を 学級経営と の関わり で捉え、 それぞれ
の活動を通し て仲間と 学級文化をつく り 上げていく
ために必要な指導に関する研修を位置付け、 見通し
をも っ た学級経営ができるよ う な研修を 位置付ける
と よい。  

学校保健については、 健康の保持増進に努める態
度や意欲を育てる指導や、 実際の指導についての研
修を位置付けると よい。食に関する指導については、
食育の意義やねら いを 理解し たり 、 学校給食に関す
る指導の在り 方を学ぶ研修を 位置付けたり する と よ
い。  

学校行事等と 関連さ せながら ｢外国語活動｣｢環境
教育｣｢国際理解教育｣｢キャ リ ア教育｣など、さ まざま
な教育課題の研修を位置付けると よい。  

各学校で設定し ている「 教育週間」 や 12 月の「 人
権週間」 等に関わる研修、問題行動・ 事故発生時や緊
急対応等、 具体的事例に学ぶ研修を 位置付ける と よ
い。その他、研修者の実態に応じ て特に必要と 思われ
る研修を位置付けていく こ と も 大切である。  

校外研修・ 校内研修が終了に近づいている 段階で
ある 。 こ れまでの研修を 振り 返り 、 成長を 実感し た
り 、 今年度の締めく く り に向けて目標を 再確認し た
り する。  
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月 学習指導（ 例）  時間 一般指導（ 例）  時間 

１  

❶教科  
・ 効果的な資料の提示と 活用 
・ 児童の反応の捉え方 
・ 話し 方・ 聞き 方③ 
・ 作品評価の仕方 
・ 児童の学習状況の把握 
 
❷特別の教科 道徳  
・ 授業に生かす資料分析 
 
❹総合的な学習の時間               
・ ポート フ ォ リ オ評価 
 
❺特別活動 
・ 奉仕・ 体験活動の意義 

研１  
示１  
授１  

 
 
 
 

研１  
授１  

 
示１  
授１  

 
示１  

 

❽特別支援教育について 
❻三学期の学級経営について 
  

１  
１  

２  

❶教科  
・ 補充的、 発展的な学習について  
・ 「 確かな学力」 の育成 
・ 意欲を 高める 学習指導 
・ 授業改善の視点 
・ 授業実践の成果と 課題 
 
❷特別の教科 道徳 
・ 体験活動の充実 
 
❸外国語活動／外国語 
・ 指導計画と 内容の取扱い 

研１  
示１  
授１  

 
 
 
 

研１  
授１  

 
示１  

 

❻学級懇談会の在り 方 
❽指導要録の記入の仕方について 
❽次年度へ向けての課題 
❽年度末の事務処理について 
 
 

１  
１  
１  
１  

３   ０   ０  

３ 学期累計 １ ４  ３ 学期累計 ６  

❶教科                 ６  

❷特別の教科 道徳            ４  

❸外国語活動／外国語           １  

❹総合的な学習の時間           ２  

❺特別活動                １  

≪合計 100 時間≫ 

 

研４  

示５  

授５  

❻学級経営                      ２  

❼生徒指導                      ０  

❽基礎的素養                     ４  

 

 

           ≪合計 50 時間≫ 

 

合 

計 

❶教科            ７ １  

❷特別の教科 道徳      １ ４  

❸外国語活動／外国語        ４  

❹総合的な学習の時間       ６  

❺特別活動            ５  

≪合計 100 時間≫ 

 

研 28 

示 37 

授 35 

❻学級経営                         ２ ２  

❼生徒指導                            ９  

❽基礎的素養                          １ ９  

 

 

≪合計 50 時間≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学級経営に関するまと めの研修を位置付けたり 、
一人一人の児童をどのよう な姿で次年度へ進級さ せ
たり するか等、 次年度を見越し た指導の在り 方につ
いての研修を位置付けると よい。  

特別支援教育については、 児童の教育的ニーズを
把握し 、 よ さ を生かし たり 、 生活や学習上の困難を
改善又は克服し たり するための指導方法などについ
て研修を深めると よい。  

研修の総まと めの時期には、年度末に必要な事務処
理に関する研修や、自己の研修を振り 返り 、次年度へ
向けての課題を 明確にする ための研修を 位置付ける
と よい。  

今年度担当し ていない教科等についての研修を 位
置付けるなど、初任者が次年度に向けてのイ メ ージを
も つこ と ができ るよう に工夫すると よい。  
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（２）中学校・義務教育学校（後期課程）の一例    〔 ❶～❽の番号は様式２ の「 研修領域の番号」 による〕  

月 学習指導（ 例）  時間 一般指導（ 例）  時間 

４  

❶教科 
・ 年間指導計画と 学習指導要領 
・ 生徒の関心を 引き 付ける 話し 方 
・ 生徒の実態把握の仕方 
・ 学習規律（ 聞き 方・ 話し 方指導）  
・ 教師の立ち位置、 目線 

研１  
示３  
授１  

 

❽学校運営の方針と 重点 
❻学級開き について 
❻学年の運営方針と 学年目標 
❽週案の意義と 活用について 
❻朝の会、 帰り の会について 
❻学級組織づく り について 

１  
１  
１  
１  
１  
１  

５  

❶教科 
・ 生徒の反応の捉え方 
・ 本時のねら いと 評価規準 
・ 観点別評価と 絶対評価 
・ 導入と 学習課題の工夫 
 
❺特別活動 
・ 特別活動の目標と 内容 
 
❹総合的な学習の時間 
・ 学習の見通し のも たせ方 

研３  
示３  
授３  

 
 
 

示１  
 
 

示１  
 

 

❽文書・ 会計等の取扱いについて 
❽健康安全指導について 
❻学校行事と 学級経営 
❼基本的生活習慣の指導 
❽I CT 教育の推進について 
 
 
 
 
 

１  
１  
１  
１  
１  

 

６  

❶教科 
・ 個に応じ た指導の在り 方 
・ 少人数指導について 
・ テスト 問題と 評価について 
・ 自校の研究主題と 授業 
 
❷特別の教科 道徳 
・ 目標と 内容項目の理解 

研３  
示３  
授３  

 
 
 

示２  
授１  

❽危機管理対応についての理解 
❼日常的な教育相談の在り 方 
❻部活動の指導と 安全対策 
❻学級掲示物の意味と 役割 
❽評価と 成績処理について 
❼生徒理解と 生徒指導 
 
 
 
 
 
 

１  
１  
１  
１  
１  
１  

７  

❶教科 
・ 指導と 評価及び評定への総括 
・ 学習指導内容の構造化 
・ 教える 内容と 考えさ せる 内容 
・ 見届けと 指導・ 支援の仕方 
・ 教材、 教具の作成と 教材研究 
 

研２  
示３  
授３  

 
 
 
 

❽外国人児童生徒の対応について 
❼いじ め問題への対応 
❽特別支援教育（ 発達障がい）  
❼夏季休業期間の生徒指導 
 
 
 
 
 
 

１  
２  
１  
１  

８  

❶教科 
・ 教材、 教具の作成と 教材研究 

授１   
 
 
 

０  

１ 学期累計 ３ ７  １ 学期累計 ２ ２  

❶教科               ３ ２  

❷特別の教科 道徳          ３  

❹総合的な学習の時間         １  

❺特別活動              １  

 

 

※❸外国語活動／外国語科は小学校のみ 

 

 

研 9 

示 16 

授 12 

 

❻学級経営           ７  

❼生徒指導           ６  

❽基礎的素養          ９  

 

 

生徒が、学校生活や学級の仲間関係にも 慣れてき
たこ ろ であるこ と から 、学級内の人間関係などを基
にし た生徒理解を深める研修を位置付けると よい。
また、様々な場面における安全指導や心肺蘇生法の
研修など、時期をと ら えながら 効果的に研修を位置
付けるこ と も 大切である。  

特別支援教育については、 個別の指導計画に関
する 研修、 発達障がいについての理解やその特性
及び指導方法などに関する 研修を 位置付ける と よ
い。 夏休み明けの授業について見通し を も つと と
も に、 ７ 月末の「 教科別研修③」 で提案する導入に
ついて考える時間を 設ける など、 校外研修と のつ
ながり を生かすと よい。  

 

１ 学期の研修記録及び研修資料の整理を し た
り 、 ２ 学期に向けての目標など明確にし たり する
こ と が大切である。  

４ 月は、研修のスタ ート に当たり 一般指導の時数
が多く なる。 ５ 月は、 校外学習が始まるこ と から 、
危機管理のマニュ アルの理解や緊急時の対応等に
ついて、 押さ えておく と よい。  

第１ 回初任者研修においても「 文書管理」 につい
て研修を行う ため、 つなげて実施し たり するなど、
実施時期を工夫できると よい。  
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月 学習指導（ 例）  時間 一般指導（ 例）  時間 

９  

❶教科 
・ 学習指導要領の理解 
・ 見通し を も つこ と ができ る 導入の在

り 方 
・ 板書の工夫 
 
❷特別の教科 道徳 
・ 内容項目の理解と 生徒の実態把握を

生かし た発問の在り 方 
 
❺特別活動 
・ 学級指導の在り 方 

研２  
示２  
授２  

 
 
 

示１  
授１  

 
 

研１  
示１  

❼不登校生徒への理解と 支援 
❻体育大会と 学級経営 
❼問題行動のある生徒への対応 
❽家庭学習の意義 
❽学校と 家庭と の連携について 
 
 
 
 
 
 

１  
１  
１  
１  
１  

10 

❶教科 
・ 評価規準の活用 
・ 机間指導のポイ ント  
・ 資料の提示と 効果的な活用 
 
❷特別の教科 道徳 
・ 自分を 見つめる 「 展開後段」 の在 

り 方 
 

❹総合的な学習の時間 
・ 指導と 評価について 

研３  
示３  
授３  

 
 

研１  
授１  

 
 

示１  

❻学級リ ーダーの育成 
❽食に関する指導 
❽校内分掌と 学校組織について 
❽人権教育について 
❼よ り よ い自分を 築く キャ リ ア教育と 進

路指導の在り 方 
❼生徒理解と 教育相談 
 
 
 
 
 
 
 

１  
１  
１  
１  
１  
 

１  

11 

❶教科 
・ 自ら 学ぶ態度の育成 
・ 小・ 中学校の指導内容の系統性を 踏

まえた指導 
・ 目的を 明ら かにし た I CT の利活用 
 
❹総合的な学習の時間 
・ 展開について 
 
❺特別活動 
・ 単位時間の指導過程 
 

 
研３  
示２  
授３  
 

 
示１  
授１  

 
示１  
授１  

❽開かれた学校（ 教育週間）  
❻文化祭の取組と 振り 返り  
❻保護者への対応と 家庭と の連携 
❽学校保健室の利用と 生徒理解 
 
 
 
 
 
 

１  
１  
１  
１  

12 

❶教科 

・ 個の学習状況の把握の仕方 

・ 補充的・ 発展的な学習について 

・ 個のつまずき 応じ た指導の充実 

・ 個のよ さ を 生かす授業展開 

 

研３  

示２  

授３  

 

❻三者懇談の意義と も ち 方 

❼進路相談の在り 方 

❻生活記録を 生かし た学級経営 

❻評価と 指導要録 

❼冬季休業期間の生活指導 
 
 
 
 

１  
１  
１  
１  
１  

２ 学期累計 ４ ２  ２ 学期累計 ２ ０  

❶教科             ３ １  
❷特別の教科 道徳             ４  
❹総合的な学習の時間       ３  

❺特別活動            ４  

 

※❸外国語活動／外国語科は小学校のみ 

≪合計 79 時間≫ 

 

研 13 

示 14 

授 15 

❻学級経営           ７  
❼生徒指導           ６  

❽基礎的素養          ７  

 

 

 

          ≪合計 42 時間≫ 

 

食に関する指導については、 食育の意義やねら

いを理解し たり 、 学校給食に関する指導の在り 方

を学ぶ研修を位置付けたり すると よい。  

学校行事等と 関連さ せながら ｢環境教育｣｢国際

理解教育｣｢キャ リ ア教育｣など、 さ まざまな教育

課題の研修を位置付けると よい。  

各学校で設定し ている「 教育週間」 や 12 月の

「 人権週間」 等に関わる研修、 問題行動・ 事故発

生時や緊急対応等、 具体的事例に学ぶ研修を位置

付けると よい。 その他、 研修者の実態に応じ て特

に必要と 思われる 研修を 位置付けていく こ と も

大切である。  

校外研修・ 校内研修が、 終了に近づいている段
階である。 こ れまでの研修を振り 返り 、 成長を実
感し たり 、 今年度の締めく く り に向けて目標を再
確認し たり する。  

夏休み明けの生徒の様子を 捉える 研修やこ の時
期に増加傾向にある 不登校生徒に関する 研修を 位
置付けると よい。  

主な行事を学級経営と の関わり で捉え、それぞれ
の活動を 通し て仲間と 学級文化を つく り 上げてい
く ために必要な指導に関する研修を位置付け、見通
し をも っ た学級経営・ 学年経営に積極的に関わっ て
いく こ と ができ る研修を位置付けると よい。  
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月 学習指導（ 例）  時間 一般指導（ 例）  時間 

１  

❶教科 
・ 学習を 深化さ せる指導 
・ 資質・ 能力の育成と 見届け 
・ 指導内容の系統性と 発展性 
・ ねら いと まと めの工夫 
 

研３  
示２  
授３  

❼不登校生徒への理解と 支援 

❽個人情報の管理 

❻学級集団の規律の形成 

❽特別支援教育の推進 

❻学級通信と 学級経営 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  

１  

１  

１  

１  

２  

❶教科 

・ 意欲を 高める 学習指導 

・ 授業改善の視点 

・ 授業実践の課題と 成果 

 

❷特別の教科 道徳 

・ 資料分析と 展開 

 

❹総合的な学習の時間 

・ 展開について 

 

❺特別活動 

・ 学級の諸問題への対処 

 

研３  

示１  

授３  

 

 

研１  

授１  

 

示１  

授１  

 

研１  

授１  

❻担任実習①（ 朝の会・ 給食・ 帰り の会）  

❻担任実習②（ 朝の会・ 給食・ 帰り の会）  

❽学年度末の事務処理について 

 

１  

１  

１  

３   ０   ０  

３ 学期累計 ２ １  ３ 学期累計 ８  

❶教科              １ ５  

❷特別の教科 道徳          ２  

❹総合的な学習の時間            ２  

❺特別活動                 ２  

 

※❸外国語活動／外国語科は小学校のみ 

≪合計 100 時間≫ 

 

研８  

示４  

授９  

❻学級経営                    ４  

❼生徒指導                    １  

❽基礎的素養                   ３  

 

 

 

          ≪合計 50 時間≫ 

 

合

計 

❶教科           ７ ８  
❷特別の教科 道徳       ９  
❹総合的な学習の時間      ６  
❺特別活動           ７  
 

≪合計 100 時間≫ 

 
研 30 
示 34 
授 36 

 

❻学級経営                  １ ８  
❼生徒指導                  １ ３  
❽基礎的素養                 １ ９  
 
 

≪合計 50 時間≫ 

 

 

一人一人がどのよう な姿で次年度へ進級さ せた

いのかを明ら かにし 、 次年度を 見越し た指導の在

り 方についての研修を位置付けると よい。  

特別支援教育については、 教育的ニーズを 把握

し 、生徒のよさ を生かし たり 、生活や学習上の困難

を改善又は克服し たり する ための指導方法などに

ついて研修を深めると よい。  

研修の総まと めの時期には、 年度末に必要な事

務処理に関する研修や、自己の研修を振り 返り 、次

年度へ向けて、 自分の成長や課題を明確にする た

めの研修を位置付けると よい。  
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〔参考〕 初任者研修の弾力的実施について（ 通知） 30 文科初第 493 号 

～各地域においては、 ベテラ ンの教員やミ ド ルリ ーダーク ラ スの教員がメ ン タ ーと し て若手教員

の指導や助言を 行っ たり 、 授業研究等を 行っ たり し ながら チーム内で学び合う 中で若手教員を 育成す

る いわゆる メ ン タ ー方式によ る校内研修と いっ た工夫も 見ら れる と こ ろ です。 また、 多く の地域にお

いては、 若手教員の育成の強化を 図る ため、 初任者研修のみで若手教員の研修を 終える のではなく 、

２ 年目研修や３ 年目研修を 実施する など若手教員のための研修を 継続し て実施する 取組が行われてき

ています。 ～拠点校方式によ る初任者のみを 対象と し た指導に係る 活用に加え、 例えば、 チーム内で

学びあう 中で初任者等の若手教員を 育成する いわゆる メ ンタ ー方式における 研修コ ーディ ネータ ーと

し ての活用等も 可能である こ と 。  こ のこ と も 踏まえ、 それぞれの地域の実情に応じ 、 初任者を 効果的

に育成するための体制を 工夫し ていただき たいこ と 。  

 

２－２ メンター制を生かした初任者研修の充実 

 

（１）岐阜県の現状 

 先の 10 年間の初任者研修の受講対象者数は、 約 300～380 名を 推移し ている。 令和７ 年度のデータ で

は、 教職経験 10 年までの先生はおよそ 3, 500 名。 令和７ 年度の岐阜県の全教職員数（ 常勤講師、 非常

勤講師、 養護教諭、 栄養教諭を 除く ） の約４ 割にあたる。  

経験年数の少ない教職員が多く 、 生徒指導や学習指導、 保護者・ 児童生徒と の接し 方など、 こ れまで

のよ う に自然な形で伝承し ていく よう な環境が大幅に減少し ている。  

 また、「 学校における働き 方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び勤務時間

管理等に係る取り 組みの徹底について（ 29 文科初第 1437 号平成 30 年２ 月９ 日通知）」 を受け、 限ら れ

た時間の中で、 専門性を高めるための研修等の時間を 十分確保し 、 効果的な教育活動を 行う こ と が求め

ら れている。  

さ ら に、「 初任者研修の弾力的実施について（ 30 文科初第 493 号平成 30 年６ 月 26 日）」 を 受けて、 拠

点校方式による初任者のみを 対象と し た指導に係る活用に加え、 例えば、 チーム内で学び合う 中で初任

者等の若手教員を 育成するいわゆる メ ンタ ー方式における 研修を 充実さ せる こ と が必要と さ れている 。 

 

 こ れら のこ と から 経験年数の少ない教職員の実践的指導力だけでなく 、 教員一人一人のキャ リ アステ

ージに応じ た資質の向上が求めら れている 。 そこ で、 学校の実情に応じ た初任者を 含むメ ン タ ーチーム

の構成や教員活用の工夫を 行い、 人材の育成に幅広く 取り 組んでいく 。  

 

（２）メンター制とは 

人材育成の手法の一つで、 メ ンタ ーと 呼ばれる経験者が、 経験の少ないメ ンティ に対し 手本を見せた

り 、 指導や支援を し たり するこ と である。 職場で自然発生的にメ ンタ ーと メ ンティ の関係が生まれるこ

と が理想であるが、 意図的に生まれるよう に考えら れたのがメ ンタ ー制である。 メ ンタ ー制を具体的に

機能さ せるためには、 メ ンタ ーチームが有効である。 メ ンタ ーチームと は、 校内において複数の先輩が

複数の初任者や経験の浅い教職員と 、 継続的、 定期的に交流し 、 信頼関係を 築き ながら 、 日常の活動を

支援し 、 精神的、 人間的な成長を 支援するこ と により 、 相互の人材育成を図るも のである。  
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（３）メンターチームのメリット 

・ 近い世代でメ ンタ ーチームを 作るこ と で、 気軽に相談し たり 学び合っ たり するこ と ができ る。 

・ 日常的に、 気軽に、 本音で話せる雰囲気を「 職場」 に作り 出すこ と ができ る。  

・ 人的ネッ ト ワーク が学校全体に広がり 、 同僚性が高まる。  

 

（４）実施に向けて 

ⅰ 管理職がマネジメ ント する 

   管理職は経験年数に応じ た教職員を取り 巻く 状況を把握し 、以下のよう な手順で活動が始ま

るよう マネジメ ント し 、 活動を見守る。  
 

①初任者を含むメ ンタ ーチームの構成メ ンバーを決定する。  

※経験年数、 年齢、 人数、 所属学年や教科等を考慮する。  

 ②メ ンタ ーチームの活動を通し て、 どのよう な力を身に付けてほし いかを伝える。  

 ③メ ンタ ーチームの最初の活動は管理職主催で行い、 活動を スタ ート さ せるき っ かけをつく る。

その後は、 メ ンタ ーチームのリ ーダーが自主的に進める。  

④メ ンタ ー会議は、 参加者の負担に配慮し ながら 設定する。 メ ンタ ー会議には校内指導教員等が

同席するこ と と し 、 実施し た場合は、 校内研修と し てカ ウント するこ と ができ る。  

⑤活動し やすいよう 全職員にメ ンタ ーチームを紹介する。  
 

ⅱ 経験年数に応じ た研修と の関連を図る 

   例えば、 基礎形成研修における校内研修で研究授業や授業研究を 行う 際、 メ ンタ ーチームを中心

に取り 組んだり 、 ６ 年目研修で学ぶメ ンタ リ ングの知識・ 技能を 生かし て、 ６ 年目の教職員が中心

になっ てチームを 運営し たり するなど、 経験年数に応じ た研修と 関連さ せるこ と でより 充実し たも

のになる。  
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（５）実施のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※実施に際し ては、 令和５ 年度から 設置さ れた研修主事の活用が望まし い。  

・ 校内指導教員は、 初任

者と 若手教員を 育成 

・ 拠点校指導教員は、 校

内指導教員と 連携し

幅広い教員を 育成 

管…管理職 

指…校内指導教員 

拠…拠点校指導教員 

初…初任者 

若…若手教員 

研リ …研修のリ ーダー 

ベ…ベテラ ン教員 

【 校内体制のマネジメ ント 】  

・ 初任者を含むメ ンタ ーチームを 構成する。  

・ メ ンタ ーチームの最初の活動のみ管理職主催で実施する。  

・ メ ンタ ーチームを 全職員に紹介し 、 活動し やすいよう にする。  

・ 自主的、 自律的に企画・ 運営でき るよう 、 適度な距離で見守る。  

・ 校内指導教員は、 初任

者と 若手教員を 育成 

・ 拠点校指導教員は、 研

修のリ ーダーも 育成 

・ 研修のリ ーダーは、 メ

ンタ ーチームを まと

めるだけでなく 指導

的な立場と し て、 初任

者と 若手教員を 育成 
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（６）メンターチームを導入した具体的実践事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 若手研修会 

 

〔 メ ンバー〕 初任者から ６ 年目までの教員（ 12 人） 、 教頭、 教務主任 

〔 開催日程〕 月２ 回程度 16 時 15 分から 30 分間程度 

〔 内  容〕 若手教員の実態を 基に設定し たテーマについて学び合う 研修会 

     （ 例） ・ 始業式の１ 日の教師の動き について ・ 学習及び生活で気を 付けるポイ ン ト  

        ・ 学級経営力や授業力アッ プ（ 見届け、 評価、 板書、 学習集団づく り ）  

        ・ 生徒指導事案への相談及び具体的な指導の在り 方 

        ・ 全国的に問題と なっ ている 事案等タ イ ムリ ーな内容 等 

〔 工  夫〕 ・ 教頭、 教務主任は研修会を 設定し 、 アド バイ ザーと し て参加し ている。  

      ・ ○○市教育センタ ーの主事に講師を 依頼し 、 実践的な研修を 行っ た。  

・ 作業的、 体験的に取り 組めるよ う にし ている （ 模擬授業、 環境整備等） 。  

・ 初任者が校外研修等で学んだこ と を 授業等で実践する 。 得ら れた気付き について若

手研修会で交流し 、 その後の実践につなげら れる よう にし ている 。  

      ・ ニーズのある内容については、 繰り 返し 行い、 指導力の向上を 図っ ている 。  

      ・ 研修後には必ず振り 返り の時間を 位置付け、 互いの気付き を 共有し ている 。  

・ 自分の強みや専門性を 生かし 学び合う こ と ができ る テーマや喫緊の課題と し て学ぶ

と よいテーマを 設定し 、 主体的に参加でき るよ う に働き かけている。  

◎ メンターチーム「ＭＯＴＴＯ」 

～もっともっと学びたい、授業力をつけたい、指導力をつけたいと願って～ 

 

〔 メ ンバー〕 初任者から ８ 年目までの教員、 常勤講師（ ７ 人） 、 校長 

〔 開催日程〕 毎週火曜日 週礼後の 30 分間程度 

〔 内  容〕 ・ １ 週間の実践を 持ち 寄っ て互いに学び合う 。 実践を 提案する人は、 順番に変わる 。  

      ・ 提案する 実践内容は、 教科指導、 学級経営、 特別活動、 特別の教科道徳 等。  

〔 工  夫〕 メ ン タ ーチームによる 研修を 校長が主催し 、 単年度で終わる のではなく 、 継続的に校

内で若手育成のシステムが定着するよう に配慮し ている。  

◎ 若手教員育成プロジェクト「プロジェクトＷ」 

 

〔 メ ンバー〕 初任者から ６ 年目までの教員、 常勤講師、 学力向上推進教師、 研修主事 

〔 開催日程〕 不定期 ３ 回１ セッ ト  放課後の 1 時間 

〔 内  容〕 ①校内の教科スペシャ リ スト から 教科指導について学ぶ。  

      ②代表者が授業参観のリ ハーサルを 兼ねて、 模擬授業を 行う 。  

      ③参加教員を チームに分け、 模擬授業について意見交流を する 。  

      （ 例） 導入の進め方、 発問の工夫、 考えが整理でき る板書の方法 等 

〔 工  夫〕 ・ 校内の教科スペシャ リ スト と し て、 中堅教諭に講師を お願いし た。  

・ 初任者が２ 年目以降、 自信を も っ て教科指導に当たる こ と ができ る よ う に、 また、

多く の協力者によ っ て若手教員を 育てるこ と ができ るよ う に、 学校全体を 巻き 込ん

だ研修体制を 研修主事と 管理職でマネジメ ント し ている。  

・ 年度末に総合評価を 行い、 参加者の成長を 確認し た。  
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中学校 

◎ メンターチーム「勉強会」 

 

〔 メ ンバー〕 初任者から ６ 年目までの教員（ ７ 人） 、 常勤講師、 研修リ ーダー（ 10 年目） 、 希望者、

研修主事 

〔 開催日程〕 第３ 月曜日 週礼後の 30～60 分間程度 

〔 内  容〕 ・ 参加者が互いの困り 感を 交流し 、 先輩教員の経験から 具体的な対応を 学ぶ。  

（ 例） 二者懇談等の保護者と のかかわり 方、 仕事の効率性、 学校行事への指導、  

不登校児童と のかかわり 方 等 

・ 算数の示範授業を 録画し 、テーマに取り 上げる 部分について参加者全員で視聴する。 

その後、 算数の授業づく り について学び合う 。  

〔 工  夫〕 ・ 研修主事が主催し 、 研修リ ーダーを 中心に、 若手教員が自ら 課題を 見い出し 、 解決

し ながら 力を 付けている よう にマネジメ ント し ている 。  

・ 研修主事も 研修を 企画・ 運営する力を つける 機会と し ている。  

      ・ 参加者が主体性や自信を も てる よ う 、 司会や記録を 順番に回し て行っ た。  

      ・ こ の会で学んだ内容を 、 職員会議で報告し 、 学校運営にも つながる よう にし ている。 

◎ だれでも参加 教科について学ぼう会 

 

〔 メ ンバー〕 初任者から ６ 年目までの教員、 希望者、 学力向上推進教師、 教頭、 教務主任 

〔 開催日程〕 月 1 回 授業公開後、 放課後の 30 分間 

〔 内  容〕 若手教員、 希望者による 初任者への授業公開 

〔 工  夫〕 ・ 会の初めは教頭が会を 運営し ている。 その後、 ６ 年目の教員を リ ーダーに指名し 、

若手教員を 中心に運営し ていく よ う にし ている 。  

      ・ 若手教員がその後、 リ ーダーと し て進んで関わっ ていく こ と ができ るよ う に、 メ ン

タ ー制を 活用し て、 「 教科について学ぼう 会」 の運営を ほと んど任せている。  

      ・ 教頭、 教務主任は、 アド バイ ザーと し て参加し ている。  

◎ 教科勉強会（体育科） 

 

〔 メ ンバー〕 体育科教員、 初任者、 常勤講師、 教頭 

〔 開催日程〕 不定期 必要に応じ て開催 

〔 内  容〕 （ 例） ４ 月 体育の教科指導、 体育館の使い方、 安全指導、 保健の進め方 等 

         ６ 月 評価規準の確認と 成績のつけ方について 

７ 月 水泳指導について、 器具や設備の安全点検と 管理、  

プール設備の使用と 管理の仕方について 

       11 月 長距離走の進め方 等 

〔 工  夫〕 ・ 体育科主任が、 教科指導の在り 方等について、 適宜学べる よう 設定し ている。  

・ 会の最後に必ず「 今、 困っ ている こ と 」 を 交流し 、 若手教員が一人で抱え込まない

よう に意見交換会を 行っ ている。  

・ 教頭は見守り つつ、 適宜アド バイ スを 行っ ている 。  
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◎ 学級経営について考える会 

 

〔 メ ンバー〕 初任者から ７ 年目までの教員、 生徒指導主事 

〔 開催日程〕 月１ 回 

〔 内  容〕 翌月の経営案を 基に、 学級経営を 学び合う 。  

      （ 例） ・ 学級開き 、 学年懇談会等の実施について交流。  

         ・ 学校行事の進め方、 及び学級経営への活かし 方。  

         ・ 日常生活での生徒へのかかわり 方。  

         ・ 日常生活や学校行事の取組を より よいも のにする ためのキャ ンペーン の仕組

み方について。  

〔 工  夫〕 ・ 学級担任ではない初任者が、 次年度以降に学級担任を 任さ れた時のこ と を イ メ ージ

でき るよ う に、 実践的な内容で進めている 。  

      ・ 若手教員が困っ ているこ と を 話題に上げるこ と で、 様々な視点から アド バイ スを し

合っ たり 、 日頃から 困り 感を 発信し たり でき る 環境を 作る よう 心掛けている 。  

      ・ 生徒指導主事は、 若手教員や初任者が実践につなげら れる よう 、 具体的な例を 挙げ

て進めている。 架空事例を 提示し 、 参加者全員で解決方法を 考えたり 、 ロ ールプレ

イ ン グを し て実際にやっ てみたり し ている。  

 

◎ Ａ小Ｂ小２校合同カフェ 

 

〔 メ ンバー〕 初任者から ３ 年目までの教員、 初めて小学校に赴任し た教諭、 拠点校指導教員、  

校内指導員 

〔 開催日程〕 月１ 回 放課後 30 分間程度 

〔 内  容〕 参加者が分から ないこ と や困り そう なこ と を テーマにし 、 自由に意見交流する。  

（ 例） ・ 学校独自のルール 

         ・ 事務処理の仕方 

         ・ 個人懇談までに準備する も のや進め方 

         ・ 成績所見の書き 方 等 

〔 工  夫〕 ・ 学年会等では時間が取れず相談するこ と が難し い内容を でき るだけ取り 上げる。  

      ・ カ フ ェ 方式で、 気軽に相談でき る 環境を 作る。  

      ・ 若手リ ーダーは、 ２ 校合同カ フ ェ で取り 上げる内容を 拠点校指導教員に相談し 、 決

定し たら 、 対象のメ ン バーに声を かける 。  

      ・ ２ 校合同で行う こ と で、 学び合う 機会を 増やす。  
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◎ メンター制や小中連携を生かした教科部会 

 

〔 メ ンバー〕 中学校の外国語担当教員（ 初任者から ６ 年目、 中堅教諭、 ベテラ ン教諭） 、  

小学校の外国語・ 外国語活動科担当教員（ 初任者から ６ 年目、 中堅教諭）  

〔 開催日程〕 週１ 回程度 短時間で実施（ 中学校の教科部会の日）  

      中学校の教科部会の日に、小学校から の参加者を 受け入れる（ オン ラ イ ン 参加も あり ） 。 

〔 内  容〕 ・ 教科部会で、 外国語指導について話し 合う 。 小学校と 中学校の教員同士で意見交流し

たり 、 模擬授業等を 行っ たり し て、 実践的指導力を 高める 。  

（ 例） ・ 児童生徒が主体的に学習に取り 組むこ と のでき る 授業改善 

・ 児童生徒に確かな力を 身に付けさ せる こ と のでき る効果的な指導方法 

・ 小中連携を 生かし た指導の在り 方 

・ 小中連携のため、 中学校の中堅教諭が、 週に１ 回、 小学校６ 年生３ 学級の外国語の授

業を Ｔ １ と し て行う （ Ｔ ２ は小学校の外国語科担当教諭） 。 また、 小学校の外国語科

担当が、週に１ 回、中学校１ 年生３ 学級の授業で、Ｔ ２ と し て指導に当たっ ている（ Ｔ

１ は若手教諭） 。  

〔 工  夫〕 ・ 中堅教諭が中心と なっ て、 教科部会を 進めている 。  

・ 年度当初に、 小中学校の外国語教員が全員集まる会を 設定し た。 その中で、 教科と し

て目指す児童生徒像を 明ら かにし 、 各学年での指導内容等を 確認し た。  

・ 初めのう ちは、 中堅教諭が授業を 公開し て、 指導方法を 示し ていっ た。 教科部会で学

んだ指導方法が大変効果的である こ と を 実感し た若手教諭が、進んで授業公開でき る

よう 設定し ていっ た。  

・ 中堅教諭は、 若手教員が学びたいと 考えている こ と 、 ベテラ ン教諭が「 若手に伝えた

い」 と 考えている こ と を 調査し 、 授業を 参観する 際のテーマや会で話し 合う 内容を 設

定し ている。  

・ 中学校の中堅教諭は、 小学校６ 年生の指導に行く こ と で、 小学校の教科担任制を より

充実し たも のにし ている 。 小学校の児童の実態を 把握し 、 中学校での指導に生かすと

共に、 その内容を 教科部会で伝え、 同一歩調で指導し ている。  

・ 小学校の外国語科担当教諭は、前年度まで小学校で学んでいた生徒の実態を 把握し て、

Ｔ ２ の指導に当たっ ている。 また、 Ｔ １ である 中学校の若手教諭に対し 、 外国語指導

だけでなく 、 生徒指導についても アド バイ スし ている。  

・ 教科部会だけで補えない部分を 、 Ａ Ｌ Ｔ を 活用するこ と で、 共通理解が図れるよ う に

工夫し ている。  
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２－３  校内研修年間指導計画の立案 
 

（１）校内研修の内訳 
〔  〕 内は、 教職大学院修了者、 ＜ ＞は、 新規常勤講師研修修了者の時間数 

週５ 時間程度 年間150時間程度（ 下回ら ない）  

〔 週３ 時間程度 年間 90時間程度（ 下回ら ない） 〕  

＜週４ 時間程度 年間120時間程度（ 下回ら ない） ＞ 
※新規常勤講師研修修了者は、 示範授業は受講済みであるが本人と 学校の希望により 受講可と する 。  

 

校内研修を実施する際の初任者と 指導する教員等及び校内後補充の組み合わせ例 

 学習指導 一般指導 

 研 研究授業 示 示範授業 授 授業研究 般 一般指導 

 初任者による 

研究授業 

指導教員等に

よる示範授業 

他の教員の授

業参観指導 等 

授業研究 等 指導・ 助言に

よる研修 等 

初任者 授業時間 空き 空き 空き 空き 

指導する 

教員等 
空き 授業時間 空き 空き 空き 

校内後補の適

正な位置付け 

指導する教員等

の学級 
初任者の学級 

初任者の学級 

指導する教員

等の学級 

初任者の学級 

指導する 教員等

の学級 

初任者の学級 

指導する 教員等の

学級 

 ※時間等の内訳についての詳細は、 「 ２ －１  校内研修年間指導計画」 を参照する。  

 

（２）校内研修年間指導計画作成の手順 

① 年間指導計画の様式を作成する。  

② 拠点校指導教員や校内指導教員等の示範授業に関する日程調整を行う 。  

③ 初任者の授業（ 教科、 領域等） に関する日程調整を行う 。  

④ 学習指導や学級経営等の指導項目を選定する。  

⑤ 学習指導や学級経営等の指導者の依頼と 日程調整を行う 。  

⑥ 学校行事、 学年、 学級の行事等から 研修内容を選定する。  

⑦ ②～⑥を研修日に割り 振る（ 月配置） 。  

⑧ 年間指導計画の原案を作成する。  

⑨ 初任者研修推進委員会で検討する。  

 

 学習指導【 全体の２ /３ 程度】  一般指導【 全体の１ /３ 程度】  

時

間 

100時間程度 ※下回ら ない 

〔 60時間程度〕 ＜70時間程度＞ 

50時間程度 ※下回ら ない 

〔 30時間程度〕 ＜50時間程度＞ 

内

容 

研 研究授業 示 示範授業 

30時間以上 

〔 20時間以上〕  

＜※受講済み＞ 

授 授業研究 般 一般指導 

○初任者の授業に

よる研究授業 

○指導教員による

示範授業 

○他の教員の授業

参観指導 等 

○授業研究等  ○指導・ 助言による研修等 

・ 教科 ・ 特別の教科道徳  ・ 外国語活動 

・ 総合的な学習の時間    ・ 特別活動 等 

・ 学級経営  ・ 生徒指導 

  ・ 基礎的素養 等 

※「 文書・ 会計の取扱いに関する研修」 を

必ず位置付ける。  

勤務状況や自己評価票

を 基に し た 個人面談等

に よ り 、 初任者の実態

を 把握する。  
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（３）初任者・拠点校指導教員・校内指導教員・後補充非常勤講師の時間割組み合わせの例 

① 小・ 義務教育学校（ 前期課程）  

 ・
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内

指
導
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員
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員
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指
導
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初
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初
任
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初
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C
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E
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E
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D

後
D
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D D D

C

火 E

後
E

後
E

火
火

火
火

火
火
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点
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指
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教

員

火
火

火火

校
内

指
導

教
員

他
の

教
員

火 火
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 ②中・ 義務教育学校（ 後期課程）  
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学校名 ○○立○○小学校

校長名 薮田　○○

整理番号 経歴 氏名 年齢 学級担任 担当教科 担当授業時数 週の校内研修時間数

A 直 宮田　○○ 23 4 全 21 5

B 既 市村　○○ 26 5 全 21 5

２　拠点校指導教員

職 名 年齢 授業担当時数 週の研修指導担当時数 経験年数

教 諭 42 1 4 18（1）

３　校内指導教員

職 名 年齢 主な校務分掌 学担の有無 指導教科 担当授業時数 週の校内研修時間数 経験年数

教 諭 45 教務主任 無 全 8 3 19（2）

※記入の要領は「２」に準ずる。 　
※指導教科は初任者に対して行う主な教科を記載する。小学校の場合は、「全」と記入。

４　研修を担当する他の教員（※必要がある場合のみ記入）

職 名 年齢 主な校務分掌 学担の有無 指導教科 担当授業時数 週の校内研修時間数 経験年数

教 諭 43 研究主任 有 全 26 1 20（1）

教 諭 48 ３学年主任 無 全 24 2 21（1）

※記入の要領は「３」に準ずる。

５　校外研修後補充に係る非常勤講師

対 象 年齢 担当授業時数 週の契約勤務時間 経験年数

A 62 4 5 37（2）

B 42 4 5 10（1）

※記入の要領は「２」に準ずる。

※実際に１週間に授業をする時数を記入（最大ではない。）。

※週の契約勤務時間に係る「準備等」の時間は必要範囲とし、その年間合計時数が年間授業数の１/３を超えないように計画する。

６　小学校等勤務新規学卒初任者の校内研修後補充に係る非常勤講師

対 象 年齢 担当授業時数 週の契約勤務時間 経験年数

A 62 4 5 37（2）

（ ）

※実際に１週間に授業をする時数を記入（最大ではない。）。

※週の契約勤務時間に係る「準備等」の時間は必要範囲とし、その年間合計時数が年間授業数の１/４を超えないように計画する。

７　初任者研修推進委員会

様式１　（Ａ４縦・横書き）
様式４

小１・中１(美術)

免許

小１・中１(英語)

小１・中１(社会)

免許

小１・中１(美術)

山田　〇〇

令和８年度　初任者研修年間指導計画書（報告書）

清掃指導

本務校

※公印省略

氏名

※担当教科は、小学校・義務教育学校前期課程は「全」と記入。

※経歴は、直採は「直」・教職大学院修了の直採は「直・教」・新規常勤講師研修修了者は「講」

免許

免許

小１・中１（英語）

※校長、副校長、教頭、教務主任、学年主任、拠点校指導教員、校内指導教員、研修を担当する他の教員
　等による初任者研修推進委員会を構成し、構成員や連携のとり方が分かるよう図等を活用して示す。

※初任者研修推進委員会の開催時期を明記する。
 （様式１）の計画書には、予定する開催月を記載する。
 （様式４）の報告書には、開催月日を記載する。

氏名

篠田　○○

氏名

※再任用者の経験年数は、退職前の経験年数を含む。

氏名

小１・中１(社会)

小１・中１(美術)

鈴木　○○

免許

※記入の要領は「２」に準ずる。 ※「５」と同一人物であっても記入する。

上村　○○

※週の研修指導担当時数は、本校における研修時数の計である。

※経験年数の（　）は、初任研の指導経験年数。

氏名

山田　○○

※学級担任は、学年のみ記入。副担任は 学年（副）と記入。特別支援学級の学級担任は「特」と記入。

○○立○○小

※全て、年度末の３月31日現在で記入。

小１・中１(国語)

免許

岡本　○○

※二人配置校の例

小１・中１（社会）

中野　○○

　既卒は「既」・教職大学院修了の既卒は「既・教」・教職大学院修了で新規常勤講師研修修了者は「講・教」。

※免許は、小・中・特の校種のみ記入。幼・高などは記入の必要はなし。

１　対象教員

校務分掌

給食指導

※年齢は、年度末の３月31日現在で記入。

記入例計画書は（様式１）とし、報告書は（様式４）にする。

計画書は「計画書」とし、報告書は「報告書」にする。

ここは、示範授業のみ位置付ける。

校内指導員が初任者に対して行う主な教科を記載する。

２－４  初任者研修年間指導計画書・指導報告書 
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２－５ 初任者研修指導時間の関連一覧表 
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２－６ 校内研修の年間研修計画・年間研修報告 
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２－７ 研修・指導の記録 

 

研修・ 指導の記録は、 初任者が研修を 受けた時に、 自己の実践と のかかわり から 研修の内容を ま

と め、 以後の実践に活用する と と も に、 計画的・ 継続的な指導に活用する ために記録する 。  

 

・ 初任者は、 月ごと に校内外で行われた研修や、 それを 基にし た実践を 振り 返り 、 自分の考えを ま

と め、 フ ァ イ リ ン グする （ 様式７ を 参照） 。  

・ 初任者は記入後、 拠点校指導教員及び校内指導教員、 以下「 指導教員」 に提出し 指導を 受ける 。  

・ 指導教員は、 記入後に校長に提出し 、 指導を 受ける よ う 配慮する 。  

・ 指導教員は、 年度末には、 こ の研修・ 指導の記録に基づいて初任者研修指導報告書（ 様式３ ） を

作成し 提出する 。  
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２－８ 初任者研修（校内研修）の充実に向けた非常勤講師の配置 

（１） 校内研修後補充非常勤講師の配置について 
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（２）校内研修後補充非常勤講師ＱＡ 

校内研修後補充非常勤講師の目的と配置 

Ｑ １   配置さ れる目的は何ですか。  

Ａ １   初任者の研修時間や指導教員（ 研修を 担当する他の教員を 含む） の初任者への指導時間を生み

出すこ と で、 初任者研修（ 校内研修） を 充実さ せるこ と です。 校内研修の充実の例は、「 ２ －８

（ １ ） 校内研修後補充非常勤講師の配置について」 を 参照し てく ださ い。  

 

Ｑ ２   どのよう に配置さ れるのですか。  

Ａ ２   １ 人の小学校等勤務新規学卒者（ 大学院及び教職大学院修了者も 含む） に対し て、 １ 人の校内

研修後補充非常勤講師が配置さ れます。  

 

校内研修後補充非常勤講師の職務 

Ｑ ３   職務は何ですか。  

Ａ ３   校内研修を行う ために、 初任者又は指導教員（ 研修を担当する他の教員を 含む） の学級で、 授

業の後補充を 行う こ と です。  

 

Ｑ ４   後補充と は、 初任者が用意し たプリ ント を 使っ て自習監督を すると いう 認識でよいですか。  

Ａ ４   違います。  

    初任者や他の教員が準備し たプリ ント 等を 用いて自習監督を するのではなく 、 校内研修後補充

非常勤講師が自身の専門性を 発揮し て授業を行います。  

 

Ｑ ５   どの教科でも 授業の後補充はでき ますか。  

Ａ ５   でき ます。  

    ただし 、 特別の教科道徳や特別活動の時間は、 学級担任が担当するこ と が望まし いです。  

 

Ｑ ６   校内研修後補充非常勤講師を 指導教員に充てるこ と はでき ますか。  

Ａ ６   でき ません。  

校内研修後補充非常勤講師の職務は、 初任者研修（ 校内研修） を実施する際に、 指導教員（ 研

修を 担当する他の教員を含む） 又は初任者の学級で、 授業の後補充を行う こ と です。  

 

校内研修後補充非常勤講師の勤務 

Ｑ ７   勤務時間は、 どう なっ ていますか。  

Ａ ７   対象の初任者により 勤務時間が異なり 、 以下のと おり です。  

大学新卒者及び大学院修了者 教職大学院修了者 

勤務時間の上限： 週５ 時間、 年間 175 時間 

・ 175 時間には「 準備等」 の時間も 含む。  

・「 準備等」 の時間は必要範囲と し 、その合計

時数が、「 授業」 の１ ／４ を 超えない。  

勤務時間の上限： 週３ 時間、 年間 105 時間 

・ 105 時間には「 準備等」 の時間も 含む。  

・「 準備等」 の時間は必要範囲と し 、その合計

時数が、「 授業」 の１ ／４ を 超えない。  
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「 準備等」 の時間と は以下のと おり です。  

 

 

 

 

 

 

Ｑ ８   「 準備等」 の時間は必要範囲と し 、 その合計時数が、「 授業」 の１ ／４ を超えないよう にすると

あり ますが、 年間を 通じ て時間数を調整すればよいですか。  

Ａ ８   よいです。  

    計画的に進めてく ださ い。  

 

Ｑ ９   校内研修後補充非常勤講師の勤務と の兼ね合いにより 、 ある特定の期間又はある特定の月に週

５ 時間を 大幅に超えた研修を 計画・ 実施し てよ いですか。  

Ａ ９   でき ません。  

    初任者研修は、初任者の負担軽減を 第一に考えて計画・ 実施する必要があり ます。し たがっ て、

週５ 時間程度の研修と なるよう に計画をし てく ださ い。  

祝日や臨時休業等により 週の研修時間が変わり ますので、 週５ 時間程度を基準にある程度の幅

が生じ ても 構いません。  

 

Ｑ １ ０  校内研修後補充非常勤講師が行う 授業に初任者がＴ ２ の立場で加わる、 も し く は、 初任者が行

う 授業に校内研修後補充非常勤講師がＴ ２ の立場で加わるこ と はでき ますか。  

Ａ １ ０  でき ません。  

    校内研修後補充非常勤講師の職務は、 初任者研修（ 校内研修） を実施する際に、 指導教員（ 研

修を 担当する他の教員を含む） 又は初任者の学級で授業の後補充を 行う こ と です。  

 

Ｑ １ １  校内研修後補充非常勤講師が校内研修と し て示範授業を行っ ても よいですか。  

Ａ １ １  よいです。  

ただし 、 校内研修後補充非常勤講師の職務に「 指導」 は含まれていないため、 指導教員（ 研修

を 担当する他の教員を 含む） が示範授業に同席し 、 初任者に指導及び助言を 行う 必要があり ま

す。 また、 示範授業後に行う 授業研究も 指導教員（ 研修を担当する他の教員を 含む） が初任者

への指導及び助言を 行う 必要があり ます。  

 

Ｑ １ ２  Ａ ６ では、 校内研修後補充非常勤講師を指導教員に充てる こ と はでき ないと あり ますが、 校内

研修後補充非常勤講師が初任者に気付いた点を 助言するなども し てはいけないのですか。  

Ａ １ ２  よいです。  

ただし 、校内研修後補充非常勤講師が初任者に助言等を伝えたこ と で、校内研修（【 授業研究】

【 一般指導】） を 行っ たこ と にはなり ません。  

 

 

・ 教材研究や教材作成          ・ 授業で使用する 教具等の準備、 片付け 

・ テスト の採点等の成績処理や評価    ・ ノ ート などの見届け 

・ 報告書等の作成            ・ 学級担任や教科担任等と の打ち合わせ 

・ 管理職と の打ち合わせ、 面談      ・ 会議 

・ 授業以外（ 朝の会、 帰り の会、 給食、 掃除、 放課後等） の指導 
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Ｑ １ ３  初任者が２ 人（ 小学校等勤務新規学卒者【 大学院及び教職大学院修了者も 含む】 と 講師経験の

ある初任者） 配置さ れた学校に、 １ 人の校内研修後補充非常勤講師が配置さ れまし た。 講師経

験のある初任者が校内研修を 行う ために、 校内研修後補充非常勤講師が授業の後補充を し てよ

いですか。  

Ａ １ ３  でき ません。  

    １ 人の小学校等勤務新規学卒者（ 大学院及び教職大学院修了者も 含む） に対し て、 １ 人の校内

研修後補充非常勤講師が配置さ れます。 し たがっ て、 講師経験のある初任者が校内研修を行う

ために、 校内研修後補充非常勤講師が授業の後補充を 行う こ と はでき ません。  

 

Ｑ １ ４  初任者が２ 人（ 小学校等勤務新規学卒者【 大学院及び教職大学院修了者も 含む】 と 講師経験の

ある初任者） 配置さ れた学校に、 １ 人の校内研修後補充非常勤講師が配置さ れまし た。 校内研

修後補充非常勤講師が、 小学校等勤務新規学卒者（ 大学院及び教職大学院修了者も 含む） の学

級の授業の後補充を 行い、 校内研修を 実施し ます。 その校内研修にも う １ 人の講師経験のある

初任者が参加し ても よいですか。  

Ａ １ ４  よいです。  

 

Ｑ １ ５  Ａ 学級の授業を教員２ 人（ Ｂ 先生と Ｃ 先生） で担当し ています。 校内研修で初任者の指導に当

たるために、 Ｂ 先生１ 人が授業を 空ける必要があり ます。 こ の場合、 校内研修後補充非常勤講

師は、 Ａ 学級の授業の後補充を行う こ と ができ ますか。  

Ａ １ ５  でき ます。  

 

Ｑ １ ６  校内研修と は関係なく 、 授業を受け持つこ と はでき ますか。  

Ａ １ ６  でき ません。  

    校内研修後補充非常勤講師の職務ではあり ません。  

 

Ｑ １ ７  授業の後補充ができ る学級は、 初任者が担任する学級だけですか。  

Ａ １ ７  違います。  

    校内研修のために指導教員（ 研修を担当する 他の教員を含む） が学級を 空ける場合は、 授業の

後補充を 行う こ と ができ ます。  

 

Ｑ １ ８  どのよう に授業の後補充を行う こ と が考えら れますか。  

Ａ １ ８  年間を 通じ て同一学級の同一教科等の授業を 担当し たり 、 複数の学級の教科等を 担当し たり す

るなどが考えら れます。（ ただし 、初任者研修は２ 月末で完了し ますので、３ 月に後補充と し て

授業を 行う こ と はでき ません。） 校内研修後補充非常勤講師が配置さ れる目的は、初任者の研修

時間や指導教員（ 研修を 担当する 他の教員を 含む） の初任者への指導時間を 生み出すこ と で、

初任者研修（ 校内研修） を 充実さ せるこ と です。 各学校の実情に応じ て目的外使用と なら ない

よう にし てく ださ い。  

    ＜留意点＞ 

    ①初任者の学級を 担当し た場合、 初任者研修完了後の３ 月は初任者がその教科を 担当するこ と

になり ます。  
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    ②授業の担当者が変わるこ と によ っ て児童に不安を抱かせないよう 、 単元ごと に交代するなど

の配慮を し てく ださ い。  

    ③評価については、 どちら か一方の評価になら ないよう 、 相談し て行う など工夫し て実施し て

く ださ い。  

 

Ｑ １ ９  校内研修後補充非常勤講師は、 社会見学や遠足等の校外研修の引率を するこ と はでき ますか。 

Ａ １ ９  でき ません。  

校内研修後補充非常勤講師の職務は、 指導教員（ 研修を 担当する他の教員を 含む） 又は初任者

の学級で、 授業の後補充を 行う こ と です。  

 

Ｑ ２ ０  校外研修の後補充に係る 非常勤講師と 校内研修後補充非常勤講師の２ つの職を 務める 場合、

「 非常勤講師勤務実績簿」 はそれぞれ作成する 必要があり ますか。  

Ａ ２ ０  それぞれ作成し てく ださ い。  

校内研修後補充非常勤講師の場合は、「 準備等」 の時間は必要範囲と し 、 その合計時数が、「 授

業」 の１ ／４ を超えないよう にし てく ださ い。  

    校外研修の後補充に係る非常勤講師の場合は、「 準備等」 の時間は必要範囲と し 、その合計時数

が、「 授業」 の１ ／３ を超えないよう にし てく ださ い。  

 

校内研修の計画 

Ｑ ２ １  初任者研修（ 校内研修） の計画を 立てる際に気を 付けるこ と はあり ますか。  

Ａ ２ １  校内研修後補充非常勤講師が行う 授業時間と 小学校等勤務新規学卒者（ 大学院及び教職大学院

修了者も 含む） の校内研修の時間が必ず合う よ う に計画し てく ださ い。  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 30 -



 
（３）非常勤講師勤務実績簿について 

 令和５ 年度から 、 新様式と なっ ています。 詳細は、 総務事務センタ ーのマニュ アルを 参考にご対応

く ださ い。（ 以下マニュ アルよ り 一部抜粋）  
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留意点 

① 校外研修等に係る後補充の非常勤講師の「 準備」 等の時間は必要範囲と し 、 授業以外の時間数計

が、「 授業」 の１ ／３ を 超えないよう にする。  

② 校内研修等に係る後補充の非常勤講師の「 準備」 等の時間は必要範囲と し 、 授業以外の時間数計

が、「 授業」 の１ ／４ を 超えないよう にする。  

③ 勤務時間の１ か月の合計時間の端数が 30 分未満切捨て、 30 分以上切上げと なる ため、 上記 

（ ①②） の範囲を 超えないよう に留意する。  

 
 

 
 
 
 

記入例 
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３－１ 校外研修年間指導計画 

（１）総合教育センター主催の校外研修 

①期日、 主な研修概要、 開催方法及び研修場所 

 時間 研修概要 講師 場所等 

第
１
回 

 

４
月
28
日
（
火
） 

9: 30～ 9: 40 オリ エ ン テ ー シ ョ ン  研修の目的、 日程説明 等 研修担当者 

オ
ン
ラ
イ
ン 

各
勤
務
校 

9: 40～10: 10 講話 初任者にのぞむこ と  義務教育総括監 

10: 15～10: 55 講義 教職員の服務 義務教育課教育主管 

11: 00～11: 30 講義 文書管理・ 働き 方改革・ ハラ スメ ン ト 防止 教育管理課担当者 

11: 35～12: 15 講義 安心・ 安全を 守る危機管理 体育健康課担当者 

13: 15～14: 00 講義 児童生徒理解 学校安全課担当者 

14: 10～14: 50 講義 人権教育 教育研修課担当者 

15: 00～15: 50 講義 社会人と し てのマナー 研修担当者 

16: 00～16: 15 まと め 研修の振り 返り 、 連絡事項 等 研修担当者 

第
２
回 

 

６
月
９
日
・
16
日
（
火
） 

9: 30～ 9: 40 オリ エ ン テ ー シ ョ ン 研修の目的、 日程説明 等 研修担当者 

集
合 

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー 

9: 40～10: 40 講義 特別支援教育 特別支援教育課担当者 

10: 45～11: 45 講義 特別活動 教育研修課担当者 

11: 45～12: 00 講義 タ イ ムマネジメ ント  研修担当者 

13: 00～13: 20 講義 教科別研修・ 地域探究活動について 研修担当者 

13: 35～14: 30 講義・ 演習 人間関係づく り  各教科担当者 

14: 40～16: 00 講義・ 演習 教科別研修① 各教科担当者 

16: 00～16: 15 まと め 研修の振り 返り 、 連絡事項 等 各教科担当者 

備考 

６ 月９ 日（ 火） 国（ 小中）  理（ 小中）  外（ 小中）  音（ 小中）  

６ 月 16 日（ 火） 算・ 数（ 小中）  社（ 小中）  体（ 小中）  図美（ 小中）  技（ 中）  家（ 小中）  

第
３
回 

 

７
月
14
日
（
火
） 

 9: 30～ 9: 40 オリ エ ン テ ー シ ョ ン 研修の目的、 日程説明 等 研修担当者 

オ
ン
ラ
イ
ン 

各
勤
務
校 

 9: 40～10: 00 講義 地域探究活動の工夫改善 研修担当者 

10: 00～12: 00 講義 主体的・ 対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 外部講師 

13: 00～14: 00 講義・ 演習 メ ン タ ルヘルス 外部講師 

14: 10～16: 00 演習 教科別研修②  各教科担当者 

16: 00～16: 15 まと め 研修の振り 返り 、 連絡事項 等 各教科担当者 
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 時間 研修概要 講師 場所等 

第
４
回 

体
育 

７
月

28
日
（
火
） 

9: 30～ 9: 40 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン  研修の目的、 日程説明 等 

各教科担当者 

 
 

 
 

集
合 

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー 

9: 40～10: 40 講義・ 演習 地域探究活動 

10: 50～11: 50 講義・ 演習 学級経営上の課題 

12: 50～15: 50 講義・ 演習 教科別研修③（ Ｏ Ｋ Ｂ ぎふ清流アリ ーナ）  

15: 50～16: 10 まと め 研修の振り 返り 、 連絡事項 等 

第
４
回 

体
育
以
外 

７
月

27
日
（
月
）
～
７
月

30
日
（
木
） 

9: 30～ 9: 40 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 研修の目的、 日程説明 等 

各教科担当者 

9: 40～10: 40 講義・ 演習 地域探究活動 

10: 50～11: 50 講義・ 演習 学級経営上の課題 

12: 50～15: 50 講義・ 演習 教科別研修③ 

15: 50～16: 10 まと め 研修の振り 返り 、 連絡事項 等 

備考 

１ Ｇ  ７ 月 27 日（ 月）  国語（ 小）  数学（ 中）  

２ Ｇ  ７ 月 28 日（ 火）  体育・ 保健体育（ 小中）  社会（ 小）  理科（ 小中）  

３ Ｇ  ７ 月 29 日（ 水）  外国語活動・ 外国語（ 小中）  社会（ 中）  音楽（ 小中）  図工・ 美術（ 小中）  

技術（ 中）  家庭科（ 小中）  

４ Ｇ  ７ 月 30 日（ 木）  国語（ 中）  算数（ 小）  

第
５
回 

 
２
月
16
日
（
火
） 

10: 00～10: 05 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 研修の目的、 日程説明 等 研修担当者 集
合
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
中
継
研
修
） 

各
地
区
の
指
定
場
所 

10: 05～11: 15 講義 教育相談について 外部講師 

11: 20～12: 10 講義 学校における情報モラ ル教育 学校安全課担当者 

13: 10～14: 00 講話 自ら 学び続ける 教師・ 今後の成長を 願っ て 教育研修課企画監 

14: 05～15: 05 講義 １ 年間を 振り 返っ て 教育研修課担当者 

15: 10～15: 50 講義 ２ 年目に向けて 教育研修課担当者 

15: 50～16: 00 講義・ 演習 研修の振り 返り 、 連絡事項 等 研修担当者 

備考 

 各地区の会場は P35「 ③第５ 回について」 を 参照 
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②校外研修の確認事項・ お願い 

 ア オンラ イ ンで開催する 研修について 

・ ４ 月 15 日（ 水） に接続テスト を 実施する。 必要に応じ て参加し 、 接続確認を する。  

・ オンラ イ ン 接続に関する 情報は、「 Pl ant 全国教員研修プラ ッ ト フ ォ ーム」 の開催要項で確認する。 

・ オンラ イ ン 研修では、 カ メ ラ ・ マイ ク の準備をし 、 発言でき る環境で受講でき るよう にする。  

  

イ  校外研修資料について 

 ・ 校外研修資料は、「 Pl ant 全国教員研修プラ ッ ト フ ォ ーム」 の開催要項から ダウンロード し 、 印刷又

はタ ブレ ッ ト 端末等に保存し 、 初任者が各自で準備を する。  

 ・ 校外研修の数日前に、「 Pl ant 全国教員研修プラ ッ ト フ ォ ーム」 の開催要項に掲載し 、 随時更新する

こ と があるため、 研修実施前日においても 確認をする よう にする。  

  

ウ 教科別研修について 

・ 受講する教科を 管理職と 相談の上決定し 、 第 1 回の校外研修の振り 返り アンケート に入力し 、 報

告する。  

・ 小学校の初任者で中学校免許を 取得し ている場合は、 中学校免許の教科を 受講するこ と が望まし

い。  

  小学校： 国語、 社会、 算数、 理科、 音楽、 図画工作、 体育、 家庭科、 外国語活動 

  中学校： 国語、 社会、 数学、 理科、 音楽、 美術、 保健体育、 技術、 家庭科、 外国語 

・ 以下の場合は、「 教科別研修」 において、 免許教科と 異なる教科での受講を 可能と する。  

（ a）  小学校免許のみの初任者 → 専門的に学ぶ教科を 決めて受講 

（ b）  小学校・ 義務教育学校前期課程に勤務で、 現在、 中学校免許の教科を担当し ていない初任者

（ 社会・ 理科・ 外国語・ 技術・ 家庭科の免許を 持っ ている が、 低学年を 担任し ている場合）  

→他の教科で受講可。（ 自身の中学校免許の教科でも よい。）  

・ 第４ 回の期日は、 各教科の人数の調整等で変更する場合がある。 最終的な期日は、 第 1 回校外研修

で確認するよう にする。  

・ 第４ 回は、 同じ 専門教科等で構成さ れた初任者同士で、「 学習指導の在り 方」 について模擬授業や研

究討議を 実施し 、 学習指導要領を 踏まえた授業実践力を向上するこ と を 目的と する。 第４ 回研修後

の学びが校内研修につながるよう 、 校内研修の内容を 工夫する。  

 

エ 地域探究活動について 

・ 各教科の見方・ 考え方を 活用し て、 勤務校の地域の実態、 自然、 文化、 特産品などを 調査し 、 交流

し 合う こ と で、 地域のよさ を 深く 理解する。 こ の活動は、 自ら の識見や指導力を高めるこ と と 探究

的な学習の体験を 目的と する。 初任者が地域探究活動の方法やまと め方について困っ ている場合は、

指導教員は助言を 行う 。  

 

③第５ 回について 

・ 第５ 回は、 総合教育セン タ ーを 主会場と し 、 webex オンラ イ ン会議で各会場を つなぐ 。 地区により

会場が異なるため、 確認するよう にする。  

岐阜地区   総合教育センタ ー （ 岐阜市薮田南 5‐ 9‐ 1）  

西濃地区   西濃総合庁舎   （ 大垣市江崎町 422－3）  

美濃地区   中濃総合庁舎   （ 美濃市生櫛 1612－2）  

可茂地区   可茂総合庁舎   （ 美濃加茂市古井町 2610－2）  

東濃地区   恵那総合庁舎   （ 恵那市長島町正家後田 1067－71）  

飛騨地区   飛騨総合庁舎   （ 高山市上岡本町 7－468）  

 

（２）各教育事務所・各市町村（組合）教育委員会主催の校外研修 

各教育事務所・ 各市町村教育委員会主催の校外研修については、それぞれから 連絡さ れる実施要項・

開催要項を確認する。  
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３－２ 連携校研修計画書 
 
 様式８ 

令和８年度 連携校研修計画書 

                                                                   

                                                                    学校名 〇〇立○○中学校 

                                                           校長名      岐阜 ○○ 

                                        拠点校指導教員名 藪田 ○○ 

 

                                                                                                ※校長印不要 

１ 対象教員                                                                    

氏   名 所 属 校 名 学級担任 担当教科                              

 

 

 

 

 

Ａ 佐藤 ○○ 〇〇立○○中学校 １（副） 英語 

Ｂ 清水 ○○ 〇〇立○○中学校 ２ 数学 

Ｃ 鈴木 ○○ 〇〇立▽▽小学校 ６  

Ｄ 芹沢 ○○ 〇〇立□□小学校 ４  

Ｅ 園田 ○○ 〇〇立◇◇小学校 １  

 

２ 年間研修課題 

児童生徒一人一人が分かる、できる喜びを味わうことができる授業をつくる。 

 

３ 研修期日及び内容等   【示範授業はゴシック体にする】 

回 

期  日 

及び 

会  場 

 

テ ー マ  と  研 修 内 容 

 

10:00      11:00      12:00      13:00      14:00      15:00      16:00 

１ 

□月 □日（ 火）  

テーマ： 年間研修課題を明確にする。  
児童生徒が追究の必然や魅力を感じ るこ と ができ る課題をも てるよう にする。  

 
 
 

オリ エ
ンテー
ショ ン 

授業研究 
「 年間研修
課題につい
て」  

▽▽小の
○○教諭
の授業を
参観  

休憩 授業研究 
「 ○○教諭
の授業につ
いて」  

研究授業 
（ Ｃ 教
諭）  
 

授業研究 
「 導入の
在り 方に
ついて」  

研修の
振り 返
り  

 
 

〇〇立▽▽小学校 

指 導 者 拠点校指導教員、 助言者： ○○教諭（ 研究主任）  

２ 

□月 □日（ 火）  
テーマ： 学習課題を解決するための学習活動を工夫する。  

 研究の
視点の
確認 

研究授業 
（ Ａ 教諭）  
 

研究授業 
（ Ｂ 教
諭）  
 

休憩 授業研究 
「 学習活動
の工夫につ
いて」  

○○中の○
○教諭の授
業を参観 

授業研究 
「 ○○教
諭の授業
について
」  

研修の
振り 返
り  

 
 

〇〇立○○中学校 

指 導 者 拠点校指導教員、 助言者： ○○教諭（ 社会科主任）   

３ 

 □月 □日（ 火）  
テーマ： 児童生徒一人一人の学習状況をつかみ、 き め細かな指導・ 援助をする。  

 
 
 
 

研究
の視
点の
確認 
 

□□小の○
○教諭の授
業を参観  

□□小の●
●教諭の授
業を参観 

休憩 授業研究 
「 ○○、
●●教諭
の授業に
ついて 

研究授業 
（ Ｄ 教諭）  
 

授業研究 
「 個に応
じ た指導
について
」  

研修の
振り 返
り  

 
 

〇〇立□□小学校 

指 導 者 拠点校指導教員、 助言者： ○○教諭（ 音楽科主任） 、 ●●教諭（ 学力向上推進教師）  

４ 

□月 □日（ 火）  
テーマ： 児童生徒一人一人に確実に学力が身に付く よう に終末の在り 方を工夫する。  

 
 

研究
の視
点の
確認 

研究授業 
（ Ｅ 教諭）  

◇◇小の○
○教諭の授
業を参観 

休憩 授業研究 
「 終末の指導の在

り 方について」  

研修成果のまと め  
 
 

〇〇立◇◇小学校 

指 導 者 拠点校指導教員、 助言者： ○○教諭（ 英語科主任）  

     ・Ａ教諭の授業を通して、事務所研修で決定した研修課題について再度検討して確定し、研修計画を立てる。 
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３－３ 連携校研修報告書 
 

 様式９ 

令和８年度 連携校研修報告書 
 

                                                                    学校名 〇〇立○○中学校 

                                                           校長名      岐阜 ○○ 

                                        拠点校指導教員名 藪田 ○○ 

 

                                                                                                ※校長印不要 

１ 対象教員 

氏   名 所 属 校 名 学級担任 担当教科                              

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 佐藤 ○○ 〇〇立○○中学校 １（副） 英語 

Ｂ 清水 ○○ 〇〇立○○中学校 ２ 数学 

Ｃ 鈴木 ○○ 〇〇立▽▽小学校 ６  

Ｄ 芹沢 ○○ 〇〇立□□小学校 ４  

Ｅ 園田 ○○ 〇〇立◇◇小学校 １  

 

２ 研修課題 

児童生徒一人一人が分かる、できる喜びを味わうことができる授業をつくる。 

 

３ 研修期日及び内容等 

 

回 

 

期  日 

及び 

会  場 

研 修 内 容 

 

10:00      11:00      12:00      13:00      14:00      15:00      16:00 

１ 

□月 □日（ 火）  

 

 

 

 

 

 
〇〇立▽▽小学校 

指 導 者 
 

 

２ 

□月 □日（ 火）  
 

 

 

 

 

 

〇〇立○○中学校 

指 導 者 
 

 

３ 

□月 □日（ 火）  

 

 

 

 

 

 
〇〇立□□小学校 

指 導 者 
 

 

４ 

□月 □日（ 火）  

 

 

 

 

 

 
〇〇立◇◇小学校 

指 導 者 
 

※付加する事項があれば記入する。 

      ・ 

   ・ 
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４－１ 計画書及び報告書の提出について 

 

初任者研修の実施に当たり 、研修計画書及び研修報告書等を作成の上、下記一覧表のと おり 提出する。 

※関係学校から 、 市町村（ 組合） 教育委員会への提出部数は全て３ 部（ 市町村（ 組合） 教委用・ 教育事

務所用・ 教育研修課用）  

※市町村（ 組合） 教育員会から 、 教育事務所への提出部数は全て２ 部（ 教育事務所用・ 教育研修課用） 

※教育事務所から 、 教育研修課への提出部数は全て１ 部（ 教育研修課用）  

※提出期限は、 以下のと おり と する。  

 

 

 

 市町村（ 組合） 教育委員会 教育事務所 教育研修課 

① 計画書 令和８ 年 月 日（  ）  令和８ 年 月 日（  ）  令和８ 年６ 月 16 日（ 火）  

② 報告書 令和９ 年 月 日（  ）  令和９ 年 月 日（  ）  令和９ 年３ 月 12 日（ 金）  

 提出元 提出先 文書名 部数 

計

画

書 

関係学校 市町村（ 組合）  

教育委員会 

□（ 様式１ ） 初任者研修年間指導計画書 

□（ 様式２ ） 初任者研修指導時間の関連一覧表 

□（ 様式３ ） 校内研修の年間研修計画 各３ 部 

関係学校 □（ 様式８ ） 連携校研修計画書 

市町村（ 組合）  

教育委員会 
教育事務所 

□（ 様式１ ）・（ 様式２ ）・（ 様式３ ）・（ 様式８ ）  

□（ 様式５ ） 初任者研修年間研修計画書 
各２ 部 

教育事務所 教育研修課 

□（ 様式１ ）・（ 様式２ ）・（ 様式３ ）・（ 様式５ ）・（ 様式８ ）  

□初任者研修実施計画書 

□校長等連絡協議会実施計画書 

□初任者及び指導教員等の名簿 

各１ 部 

報

告

書 

関係学校 市町村（ 組合）  

教育委員会 

＜当該年度分＞ 

□（ 様式４ ） 初任者研修年間指導報告書 

・（ 様式１ ） を 基に変更・ 作成する。  

（ 詳細は指導者用手引き p. 22参照）  

□（ 様式３ ） 校内研修の年間研修報告 

・（ 様式３ ） を基に作成 

□（ 別記様式第12号） 非常勤講師勤務実績簿年間分写し  

□ 校外研修記録カ ード 写し  

□ 自己評価票写し  

 

〔 教育事務所の指示による提出〕  

□（ 様式７ ） 研修・ 指導の記録 

各３ 部 

 

関係学校 □（ 様式９ ） 連携校研修報告書 

市町村（ 組合）  

教育委員会 
教育事務所 

□（ 様式４ ）・（ 様式３ ）・（ 別記様式第12号）・（ 様式９ ）  

・ 校外研修記録カ ード 写し ・ 自己評価票写し  

〔 教育事務所の指示による提出〕  

（ 様式７ ）  

□（ 様式６ ） 初任者研修年間研修報告書 

各２ 部 

教育事務所 教育研修課 

□（ 様式４ ）・（ 様式３ ）・（ 別記様式第12号）・（ 様式９ ）  

・ 校外研修記録カ ード 写し ・ 自己評価票写し  

・（ 様式６ ） 初任者研修年間研修報告書 

□初任者研修実施報告書 

□校長等連絡協議会実施報告書 

各１ 部 
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４－２ 作成書類様式一覧 

 

（１）各関係学校 提出様式 

   ※校外研修記録カ ード 以外は、総合教育センタ ーHP上の「 経年研修資料」 から ダウンロード 可能。 

・  （ 様式１ ） 令和８ 年度 初任者研修年間指導計画書 

・  （ 様式２ ） 令和８ 年度 初任者研修指導時間の関連一覧表 

・  （ 様式３ ） 校内研修の年間研修計画 ／ 校内研修の年間研修報告 

・  （ 様式４ ） 令和８ 年度 初任者研修年間指導報告書 ※（ 様式１ ） を変更し て使用 

・  （ 様式７ ） 研修・ 指導の記録 ※教育事務所の指示による提出 

・  （ 様式８ ） 令和８ 年度 連携校研修計画書 

・  （ 様式９ ） 令和８ 年度 連携校研修報告書 

・  （ 別記様式第１ ２ 号） 非常勤講師勤務実績簿年間分写し  

・  校外研修記録カ ード  ※各教育事務所から 配付 

・  自己評価票 ※各教育事務所から 配付 

 

（２）市町村（組合）教育委員会 提出様式 

   ※総合教育センタ ーHP上の「 経年研修資料」 から ダウンロード 可能。  

・  （ 様式５ ） 令和８ 年度 初任者研修年間研修計画書 【 市町村（ 組合） 教育委員会用】  

・  （ 様式６ ） 令和８ 年度 初任者研修年間研修報告書 【 市町村（ 組合） 教育委員会用】  

 

（３）教育事務所 提出様式 

・  初任者研修実施計画書 ※任意様式 

・  初任者研修実施報告書 ※任意様式 

・  校長等連絡協議会実施計画書 ※任意様式 

・  校長等連絡協議会実施報告書 ※任意様式 

・  初任者及び指導教員等の名簿 ※４ 月に送付予定 
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